
〇ソフト対策の主な取組（主な内容と実施する機関）　※H29～R3年度(5年間)の取組

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 〇 〇 ● - ● -
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 〇 〇 ● - - -
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 〇 〇 ● - ● -

-〇 〇 〇 〇 - -〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 - - 〇 ●- 〇 〇 〇 〇 ●

● 災害情報の共有体制の強化
〇各構成員における災害情報の共有体制を強化するため、共有すべき災害情報や当該情報の共有方策等について検討・
調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇 -

〇

- -

■ その他

● 災害時及び災害復旧に対する支援強
化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共団体等の参画など、災害対応にあたる人材を育成するための方策や、地方公共団
体間の相互支援体制の強化を図るための方策について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇

- 〇 - - 〇 -- 〇 〇 〇 〇 〇

〇 -

-

● 浸水被害軽減地区の指定
〇複数市町村に影響があると想定される浸水被害軽減地区の指定にあたり、地区指定の予定や指定に係る課題等を共有
し、連携して課題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇

〇 -〇 - 〇 〇 〇 〇
● 排水施設、排水資機材の運用方法の
改善及び排水施設の整備等

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、排水資機材の配置、運用方法等に係る情報を共有し、洪水時の排水施設等の
管理者間の連絡体制を構築するとともに、洪水時に円滑かつ迅速な排水を行うための排水施設等の運用方法について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 - - 活用〇 〇 〇 〇

- - - -〇 -

- - - - -

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

〇 〇 〇 - 〇

〇 〇 〇 〇 〇 -

〇 〇 〇 〇 - 〇 〇

-

● 大規模工場等の自衛水防に係る取
組の促進

〇洪水浸水想定区域内における大規模工場等の立地状況を確認するとともに、市町村地域防災計画に定められた大規模
工場等の浸水防止計画の作成状況、訓練の実施状況を確認する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇 -

〇 〇 - - - -〇 〇 〇 〇 〇 ●

-

〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支援策について検討・調整する。
平成29年度から

検討実施

- -〇 - 〇 〇 〇 〇

-
● 洪水時の市町村庁舎等の機能確保
のための対策の充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定される浸水被害を確認し、適切に機能を確保するために必要な対策(耐水化、非常
用電源等の整備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇

〇 -

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

● 災害拠点病院等の施設管理者への
情報伝達の充実

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点病院等の立地状況を確認し、施設管理者等に対する洪水時の確実な情報伝達
の方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 -● 〇 〇 〇 〇 〇

- - -〇 -

- ● -

● 水防団間での連携、協力に関する検
討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が実施できるよう、各水防団の分団等の配置、管轄区域等を共有
し、洪水時の水防団間の連携・協力について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 ● 〇 〇 〇 〇

- - -

〇 〇 - - 参加

● 水防に関する広報の充実
〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画等)に関する広報の取組状況や取組予定等を共有し、
先進事例を踏まえた広報の充実について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 ● 〇 〇 〇

● 水防訓練の充実

〇

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等を実施する。

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講習会を実施する。

〇多様な関係機関、住民等の参加等による実践的な水防訓練について検討・調整する。

引き続き実施

引き続き実施

平成29年度から
検討実施

〇

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も参加した実践的な情報伝達訓練を実施する。 引き続き実施

-○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○

-●

● 水防資機材の整備等
〇各構成員が保有する水防資機材の配置について共有するとともに、水防資機材の整備や洪水時の相互応援について検
討・調整する。

引き続き実施 ● ● ● ●

● ● ○ ○ ●● ○ ● ● ○ ○

- -○ ●

- -

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

● 重要水防箇所の確認
〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前に重要水防箇所の確認を行うとともに、現地にて関係者による共同点検等の実
施について検討・調整する。

引き続き実施 ● ● ●

〇 〇 〇 〇 〇 -〇 〇 〇 〇 〇 〇

- ○

〇 〇

● 避難場所、避難経路の整備
〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を共有するとともに、避難場所、避難経路の整備にあたっては、近隣工事等の発
生土砂を有効活用するなど、事業連携による効率的な整備となるよう検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇

- - ● - -〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検討・調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省のプロジェクトにおいて開発を進めている、低コストで導入が容易なクラウド型・メンテ
ナンスフリー水位計。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的に応じた性能最適化・集約化等を含む)を検討・調整する。
平成29年度から

検討実施
● 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 - ● 活用〇 〇 〇 〇 - -〇

● - ● 参加-〇 -

〇〇 〇 〇 〇 〇 〇

-

参加〇 〇 〇 - - -

- -〇 - - ● -

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

● 危機管理型水位計、河川監視用カメ
ラの整備

● 防災教育の促進

〇防災教育に関する指導計画作成への支援など、小学校等の先生による防災教育の実施を拡大する方策等に関する取組
について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

平成29年度から
検討実施

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 -〇 〇

〇 〇 〇 - 〇〇 〇 〇 〇 ● 〇〇

〇 〇 - -〇 〇 〇 〇

参加

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力向上のための自主防災組織の充実を図る。

● まるごとまちごとハザードマップの促進
〇各構成員による｢まるごとまちごとハザードマップ｣(生活空間における想定浸水深や避難場所等に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有するとともに、｢まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き｣(平成29年6月、国土交通省水管理・国土保全局
河川環境課水防企画室）等を参考に、取組の推進について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 〇 〇 〇

〇 ● 〇 〇 〇

〇

- 活用

● 住民、関係機関が連携した避難訓練
等の充実

〇各市町村等による避難訓練の実施状況や実施予定を共有するとともに、住民等や多様な関係機関が連携した避難訓練を
検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇 ● 〇 ●

● 洪水ハザードマップの作成・改良と周
知

- - -

● 〇 〇 〇 ● 〇 〇

〇 〇 ● 〇 〇 〇

- - 活用〇 〇 - -

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図を踏まえた洪水ハザードマップの作成・公表の予定を共有する。また、洪
水ハザードマップが作成された場合は、当該洪水ハザードマップを共有する。

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成28年4月、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室)等を参考
に、洪水ハザードマップの住民への効果的な周知方法や、先進事例を踏まえたわかりやすい洪水ハザードマップへの改良につ
いて検討・調整し、平成30年7月豪雨を踏まえ、住民への洪水ハザードマップ等各種防災計画の周知の徹底を図る。

平成29年度から
順次実施

平成29年度から
検討実施

〇

〇

〇 〇

〇 ●

●

〇

〇 〇 ● 〇〇

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

● 想定最大規模降雨に係る洪水浸水
想定区域図等の共有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図等の作成・公表の予定を共有する。また、洪水浸水想定
区域図が作成された場合は当該洪水浸水想定区域図を共有する（なお、共有された洪水浸水想定区域図については、土地
利用や都市計画の検討等においても広く活用されるよう各構成員において確認する。）。

引き続き実施 ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● - ● 活用● ○ ○ ● ○ ○

- - - -

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

● 活用- - - - - -

● 洪水警報の危険度分布等の提供及
び気象情報発信時の「警報級の可能性」
や「危険度を色分けした時系列」等の発
表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報発信時の情報入手のし易さをサポートする。
平成29年度から

順次実施
- - -

〇 ● - ●○ ● - ○ ● ○

- - -

- -

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支援策について検討・調整する。ま
た、施設職員だけで対応するのが難しい場合の地域の支援体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

○ ● - ● -

● 〇 ● 〇 〇 ●● - ● ● - 〇

-○ 〇

〇 -

● 要配慮者利用施設等における避難計
画等の作成・訓練に対する支援

〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の立地状況を確認するとともに、市町村地域防災
計画に定められた要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況、訓練の実施状況を確認する。

引き続き実施 ● ● -

〇 〇 〇 - - 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇
● 隣接市町村等への広域避難体制の
構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図等の水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、当該市町村内
の避難場所だけで避難者を収容できない場合等は、隣接市町村等における避難場所の設定や洪水時の連絡体制等につい
て検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

●

-

- ●

活用

活用〇

-

-

-

-

●

●

〇 〇 ● ● 〇

〇 〇 〇

-

● 〇 〇 〇 ● 〇

〇 〇

-

● 情報通信技術等を活用した住民等へ
適切かつ確実に情報伝達する体制や方
法の改善・充実

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣や、河川流域総合情報システム(福島県提供サイト)等、国と県が有している河川
水位やＣＣＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等への周知方法について検討・調整する。

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対する洪水情報や避難情報等の適切かつ確実な伝達体制・方法について、検討・調
整する。

平成29年度から
検討実施

平成29年度から
検討実施

●

〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

● ● 〇 〇 ●

●

- - -〇 〇 〇 〇 〇 〇

- - -〇 〇 〇 〇 〇 〇

- ●

〇 ●

● 〇

〇

○ ● - -

○

● ●

〇 〇

● ●

● ● ○ ● ● ●
〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成29年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市町村が定めた洪水時等における避難
勧告等の発令対象区域、発令判断基準等の確認を行う。

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令判断基準等を踏まえて、防災行動と河川管理者及び市町村等その実施主体を
時系列で整理する｢水害対応タイムライン｣を作成するとともに、その運用状況を確認する。

● ● ● ●
〇避難勧告等の発令判断基準の目安となる基準水位（氾濫危険水位、避難判断水位）の見直しの予定を共有し、その進捗
状況について確認する。

-○ ● ●

- 〇 活用〇 〇

-

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

● ● ○

● -● ●

平成29年度から
順次実施

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

-● ●

●

● - - ●

● ● ● ● ●● ● ○

〇

富
岡
町

具体的取組

事項

具体的な取組の柱

● 避難勧告等の発令対象区域、発令
判断基準等の確認

● ● ● ●● 洪水時等における河川管理者等から
の情報提供等の内容及びタイミングの確
認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等発令の判断を支援するため、洪水時等に気象台や河川管理者等から市町村に提
供する気象情報、河川情報及び土砂災害警戒情報の内容及び提供するタイミングを確認する。

〇直接市町村長等に気象情報、河川情報及び土砂災害警戒情報を伝達するホットラインの構築状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

● ● ●

●

主な内容 目標時期

● ●

平成29年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

引き続き実施

引き続き実施
〇小中学校等における水防災教育を実施する。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する説明会を実施する。

別紙①
凡例（〇：実施予定、●：実施中（実施済含む）、－：対象なし
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１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項
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- - - - - - -

● 水害危険性（浸水想定及び河川水位
等の情報）の周知

〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布及び流域雨量指数の予測値の利活用推進を図る。
平成29年度から

順次実施
- - - - - - -

〇水位周知河川等の指定を行う河川について検討・調整するとともに、その進捗状況について確認する。

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイドライン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課）を参考
に、簡易な方法による水害危険性の周知を行う河川及び当該河川における情報提供の方法について検討・調整するととも
に、その進捗状況について確認する。

平成29年度から
順次実施

平成29年度から
順次実施

〇 〇 ●

● 活用-

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活用について促進を図る。 引き続き実施 - - - - - - - - - - - - - - ● ●- 活用

-

資料２－２ 別紙①



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29～R3年度(5年間)の取組目標
別紙②　（１／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

南相馬市

● 洪水時等における河川管
理者等からの情報提供等の
内容及びタイミングの確認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等発
令の判断を支援するため、洪水時等に気象
台や河川管理者等から市町村に提供する気
象情報、河川情報及び土砂災害警戒情報の
内容及び提供するタイミングを確認する。

平成29年度から
順次実施

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

福島県
相双地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項

双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部
新地町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

相馬市
福島県

相双建設事務所

・河川氾濫情報、土砂
災害警戒情報の内容を
確認する。

・避難勧告の発令判断
の目安となる氾濫危険
情報の発表等を建設事
務所と気象台で共同で
実施している。
【継続実施】
・「警報級の可能性」「危
険度を色分けした時系
列」の提供の実施する。
【継続実施】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

洪水時等に気象台や河
川管理者等から提供さ
れる気象情報、河川情
報及び土砂災害警戒情
報の内容及び提供され
るタイミングについて確認
する。

洪水時等に気象台や河
川管理者等から提供さ
れる気象情報、河川情
報及び土砂災害警戒情
報の内容及び提供され
るタイミングについて確認
する。

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・県や関係機関からの洪
水時等に気象台や河川
管理者等から提供され
る気象情報、河川情報
及び土砂災害警戒情報
の内容及び提供されるタ
イミングについて確認す
る。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・市町村に提供する河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供す
るタイミングについて確認
する。
【H29年度～】

・避難判断及び配備基
準への気象情報の利活
用に関する助言等支援
を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次確認
予定。

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。

〇直接市町村長等に気象情報、河川情報及
び土砂災害警戒情報を伝達するホットライン
の構築状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

・直接市町村長等に気
象情報、河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝
達するホットラインの構
築状況を確認し、運用を
開始する。
【H29年度～】

・直接町長に気象情報、
河川情報及び土砂災害
警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況
を確認する。
【H29年度～】

・町長に河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝
達するホットラインの構
築状況を確認し、運用を
開始する。気象情報に
ついては、継続実施す
る。
【H29年度～】

・県から直接町長に逐次
提供される河川情報及
び土砂災害警戒情報を
伝達するホットラインの
構築状況を確認し、運
用を開始する。
【H29年度～】

村長部局へ直通のホット
ラインをH29年度構築
済。（福島地方気象台・
相双建設事務所）情報
伝達があり次第、速やか
に関係部署へ周知す
る。
【H29年度～】

ー ー -

・直接市町村長等に気
象情報を伝達するホット
ラインの構築状況を確
認し、連絡体制を確立
する。
【H23年6月～継続実
施】

・直接市町村長等に河
川情報及び土砂災害警
戒情報を伝達するホット
ラインの構築し、継続実
施する。
【H29年度～】

・村長に河川情報及び
土砂災害警戒情報を伝
達するホットラインの構
築状況を確認し、運用を
開始する。気象情報に
ついては、継続実施す
る。
【H29年度～】

・直接町長に河川情報
及び土砂災害警戒情報
を伝達するホットラインの
構築状況を確認し、運
用を開始する。気象情
報については、継続実施
する。
【H29年度～】

・直接町長に河川情報
及び土砂災害警戒情報
を伝達するホットラインの
構築状況を確認し、運
用を開始する。気象情
報については、継続実施
する。
【H29年度～】

ホットラインの構築状況
を確認し、運用を開始す
る。気象情報について
は、継続実施する。
【H29年度～】

村長に河川情報及び土
砂災害警戒情報を伝達
するホットラインの構築
状況を確認し、運用を開
始する。気象情報につい
ては、継続実施する。

-

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況及び今
後の予定について確認
する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次確認
予定。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況及び今
後の予定について確認
する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況及び今
後の予定について確認
する。

必要に応じ、確認、検討
を行う。
【H29年度～】

・市町村の｢水害対応タ
イムライン｣の作成に向け
た支援を行う。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

必要に応じ、確認、検討
を行う。
【H29年度～】

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

-

・｢水害対応タイムライン｣
の作成に向けた検討を
行う。
【H30年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次確認
予定。

Ｈ30年度までに水害対
応タイムラインを作成し
運用する。運用後は随
時見直しを行う。

・市町村の｢水害対応タ
イムライン｣の作成に向け
た支援を行う。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しを継続実施し、進捗
状況及び今後の予定に
ついて情報共有を図る。
【H27年度～継続実施】

● 避難勧告等の発令対象
区域、発令判断基準等の確
認

〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成29
年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市町
村が定めた洪水時等における避難勧告等の
発令対象区域、発令判断基準等の確認を行
う。

平成29年度から
順次実施

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。
【H29年度～】

-

・国・県・町と連携した｢
水害対応タイムライン｣の
作成に向けた調査研究
を行う。

・関係機関と連携し、｢水
害対応タイムライン｣の作
成・公表を行う。
【H29年度～】

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令
判断基準等を踏まえて、防災行動と河川管
理者及び市町村等その実施主体を時系列で
整理する｢水害対応タイムライン｣を作成する
とともに、その運用状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

R3年度までに水害対応
タイムラインを作成し運
用する。運用後は随時
見直しを行う。
【H29年度～】

・関係機関と連携し、｢水
害対応タイムライン｣の作
成に向けた検討を行う。
【H29年度～】

・｢水害対応タイムライン｣
を作成を検討する。
【H29年度～】

必要に応じ、確認、検討
を行う。
【H29年度～】

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。
【H29年度～】

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

・市町村の発令判断基
準等の策定状況を確認
する。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

〇避難勧告等の発令判断基準の目安となる
基準水位（氾濫危険水位、避難判断水位）
の見直しの予定を共有し、その進捗状況につ
いて確認する。

引き続き実施

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況及び今
後の予定について確認
する。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況及び今
後の予定について確認
する。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況及び今
後の予定について確認
する。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）は現
在ないため、今後必要
か県と協議検討してい
く。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況を確認
する。
【H29年度～】

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイド
ライン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・
国土保全局河川環境課）を参考に、簡易な
方法による水害危険性の周知を行う河川及
び当該河川における情報提供の方法につい
て検討・調整するとともに、その進捗状況につ
いて確認する。

平成29年度から
順次実施

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況
を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況
を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況
を確認する。
【H29年度～】

・水害の危険性を周知
する河川情報提供のあり
かたについて、関係機関
と検討・調整を行う。

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と検
討・調整を図り、その進
捗状況を確認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と検討
する。

・河川管理者等と調整を
図り、新たに水位周知河
川等の指定に向けた検
討を行う。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次確認
予定。

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係市町村と検
討・調整を行う。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係市町村と検討・
調整を行う。
【H29年度～】

〇水位周知河川等の指定を行う河川につい
て検討・調整するとともに、その進捗状況につ
いて確認する。

平成29年度から
順次実施

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と検
討・調整を図り、その進
捗状況を確認する。
【H29年度～】

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と検
討・調整を図り、その進
捗状況を確認する。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図る。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況
を確認する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次確認
予定。

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況
を確認する。

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況
を確認する。

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と連携
する。また必要な情報を
提供する。

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と検
討・調整を図り、その進
捗状況を確認する。

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と検
討・調整を図り、その進
捗状況を確認する。
【H29年度～】

- -

必要に応じ、検討を行
う。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

必要に応じ、検討を行
う。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

--

- -

今後必要に応じて、検討
を進める。

・防災メールや防災行政
無線等により、住民への
周知を図る。
【継続実施】

- - - - - - - --

・河川流域総合情報シ
ステム(福島県提供サイ
ト)により、河川水位、雨
量情報等の発信を継続
実施する。
【継続実施】

国・県が提供している情
報を今後村HP等村民が
触れる機会の多い個所
から閲覧が可能となるよ
うな調整を行い、周知に
努める。
【H29年度～】

河川流域総合情報シス
テム（福島県提供サイト）
のスマートフォン用サイト
により、河川水位や
CCTVカメラ等のリアルタ
イム情報の発信を継続
実施する。
【継続実施】

-

・洪水警報・大雨（浸水）
警報の危険度分布及び
流域雨量指数の予測値
の利活用推進を図る。
【H29年度～】

・H29年７月に大雨特別
警報の改善を行い、引き
続き情報の発信・改善を
実施する。
【継続実施】

緊急速報メール・登録
制メール等を利用し、地
域住民への周知を図
る。
【H29年度～】 - - -

- -

・気象台と連携して利活
用の促進を図る。
【H29年度～】

-

・H29.7月までに洪水警
報・大雨（浸水）警報の
危険度分布、警報の可
能性及び危険度を色分
けした時系列を発表し、
これらの利活用を図る。
【H29年度～】

● 隣接市町村等への広域
避難体制の構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図等
の水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避
難経路を検討し、当該市町村内の避難場所
だけで避難者を収容できない場合等は、隣接
市町村等における避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市町村内の避難場所
による避難者の収容の
可否を再確認し、収容
困難な場合は、隣接市
町村等における避難場
所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・
調整する。
【H29年度～】

・市町村内の避難場所
による避難者の収容の
可否を再確認し、収容
困難な場合は、隣接市
町村等における避難場
所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・
調整する。
【H29年度～】

・市町村内の避難場所
による避難者の収容の
可否を再確認し、収容
困難な場合は、隣接市
町村等における避難場
所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・
調整する。
【H29年度～】

 隣接自治体との広域避
難体制の構築の調査研
究について検討する

・防災行政無線や個別
受信機やIP告知の活用
により、住民への周知を
図る。

・河川流域総合情報シ
ステムによる、河川水
位、雨量情報等の収集
を継続実施する。
【継続実施】

防災行政無線やエリア
メールを活用し、町民へ
の周知を図る。
【H29年度～】

・防災行政無線等の活
用により、住民への周知
を図る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次検討・
調整予定。

緊急速報メール等既存
の情報発信手段（町メー
ルマガジン、フェイスブッ
ク）を活用を継続するとと
もに、新たな情報伝達手
段について検討する(防
災用登録制メール等）

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対す
る洪水情報や避難情報等の適切かつ確実な
伝達体制・方法について、検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市内の避難場所による
避難者の収容の可否を
再確認し、収容困難な
場合は、隣接市町村や
防災協定締結自治体に
おける避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

- -

町民向け災害マニュア
ル「広野町災害時避難
マニュアル」に記載する
等、周知方法について
検討する。
【H29年度～】

河川流域総合情報シス
テム（福島県提供サイト）
による、河川水位情報の
発信を継続実施する。
【継続実施】

・町HPやアプリへ防災情
報のバナー添付を行うと
ともに、町広報紙への掲
載を行い周知を図る。
【H29年度～】

- -

-

・作成に必要な情報の
提供及び支援を実施す
る。
【H28年度～】

・町内居住者及び想定
される避難者数を確認
し、町内の避難場所にお
ける収容の可否を再確
認する。
【H29年度～】

・村内の避難場所による
避難者の収容の可否を
再確認し、収容困難な
場合は、隣接市町村等
における避難場所の設
定や洪水時の連絡体制
等について検討・調整す
る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次検討・
調整予定。

既存の公共施設の現状
や、今後の方針（改修・
解体・統廃合等）を確認
しつつ避難場所、避難
所について検討する。避
難場所の確保が難しい
場合は隣接市町村等に
おける避難場所の設定
や洪水時の連絡体制等
について検討・調整す
る。

隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水
時の連絡体制等につい
て検討・調整する。

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図等の水害リスク情報を
作成後、順次、関係市
町村へ提供する。
【H29年度～】

・村ホームページに｢川
の防災情報(国土交通
省提供サイト)｣や、河川
流域総合情報システム
(福島県提供サイト)等の
バナー添付や村広報誌
へ掲載等、周知方法
を、必要に応じて検討す
る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次検討・
調整予定。

・浪江町のホームページ
に｢川の防災情報(国土
交通省提供サイト)｣や、
河川流域総合情報シス
テム(福島県提供サイト)
等のバナー添付や町広
報誌へ掲載し周知を図
る。

必要に応じ、検討・調整
を行う。
【H29年度～】

- -

- -

・直接市町村長等に河
川情報及び土砂災害警
戒情報を伝達するホット
ラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。
【H29年度～】

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を行う。
【H29年度～】

・洪水時等に気象台や
河川管理者等から提供
される気象情報、河川
情報及び土砂災害警戒
情報の内容及び提供さ
れるタイミングについて確
認する。
【H29年度～】

・直接市町村長等に河
川情報及び土砂災害警
戒情報を伝達するホット
ラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。
気象情報については、継
続実施する。
【H29年度～】

・洪水時等における避難
勧告等の発令対象区
域、発令判断基準等の
確認を今後必要に応じ
て、検討を進める。
【H29年度～】

・国・県と連携し、R3年
度までに｢水害対応タイ
ムライン｣の作成・公表を
行う。
【H29年度～】

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見
直しの進捗状況及び今
後の予定について確認
する。
【継続実施】

・新たに水位周知河川
等の指定を行う河川に
ついて、関係機関と検
討・調整を今後必要に
応じて、検討を進める。
【H29年度～】

・簡易な方法による水害
危険性を周知する河川
及び当該河川における
情報提供の方法につい
て、関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況
を確認する。
【H29年度～】

- -

〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布
及び流域雨量指数の予測値の利活用推進を
図る。

平成29年度から
順次実施

● 水害危険性（浸水想定及
び河川水位等の情報）の周
知

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活用
について促進を図る。

引き続き実施 - - -

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システム(福島県提供
サイト)等、国と県が有している河川水位やＣＣ
ＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等への
周知方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・南相馬市のHPに外部リ
ンク先として気象庁HP
や、川の防災情報(国土
交通省提供サイト)を掲
示する。
【継続実施】

・町HPへ防災情報のバ
ナー添付を行うとともに、
町広報紙への掲載を行
い周知を図る。
【H29年度～】

● 情報通信技術等を活用し
た住民等へ適切かつ確実に
情報伝達する体制や方法の
改善・充実

- - - -

・防災メールや防災行政
無線等により、住民への
周知を図る。
【継続実施】

・緊急速報メール、防災
行政無線、ＬＥＤ防災表
示板の活用により、住民
への周知を図る。
【H29年度～】

・相馬市防災情報ホー
ムページに｢川の防災情
報(国土交通省提供サイ
ト)｣や、河川流域総合情
報システム(福島県提供
サイト)等へのリンクを掲
載し周知を図る。
【継続実施】

・緊急速報メール、登録
制メール、防災行政無
線の活用により、気象情
報、避難情報などの住
民への周知を図る。
【継続実施】

- - - - -

資料２－２ 別紙②



・洪水浸水想定区域や
土砂災害警戒区域内に
おける要配慮者利用施
設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計
画に記載し、要配慮者
利用施設の避難確保計
画作成及び避難訓練実
施の促進を図る。
【H29年度～】

土砂災害警戒区域内に
おける要配慮者利用施
設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計
画に記載し、要配慮者
利用施設の避難確保計
画作成及び避難訓練実
施の促進を図る。

・洪水浸水想定区域や
土砂災害警戒区域内に
おける要配慮者利用施
設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計
画に記載し、要配慮者
利用施設の避難確保計
画作成及び避難訓練実
施の促進を図る。
【H29年度～】

・要配慮者利用施設の
避難確保計画の作成及
び避難訓練の実施につ
いて、関係市町村への
技術的支援を行う。
【H28年度～継続実施】

● 要配慮者利用施設等に
おける避難計画等の作成・訓
練に対する支援

〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域
内における要配慮者利用施設の立地状況を
確認するとともに、市町村地域防災計画に定
められた要配慮者利用施設の避難確保計画
の作成状況、訓練の実施状況を確認する。

引き続き実施

・洪水浸水想定区域や
土砂災害警戒区域内に
おける要配慮者利用施
設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計
画に記載し、要配慮者
利用施設の避難確保計
画作成及び避難訓練実
施の促進を図る。
【H29年度～】

－

・土砂災害警戒区域内
における要配慮者利用
施設の避難確保計画作
成及び避難訓練実施の
促進を図る。
【H29年度～】

－

・要配慮者利用施設の
立地状況を確認し、要
配慮者利用施設の避難
確保計画作成及び避難
訓練実施の促進を図
る。
【H29年度～】

・避難確保計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、それぞれの取
組を促すための支援策
について検討する。
【H29年度～】

－

・避難確保計画の作成
状況や訓練の実施を促
すための支援策について
検討・調整する。
【H29年度～】 -

・避難確保計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、それぞれの取
組を促すための支援策
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域や
土砂災害警戒区域内に
おける要配慮者利用施
設の立地状況を確認
後、市町村地域防災計
画に記載し、要配慮者
利用施設の避難確保計
画作成及び避難訓練実
施を促すための支援策
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための
支援策について検討・調整する。また、施設
職員だけで対応するのが難しい場合の地域
の支援体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難確保計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、それぞれの取
組を促すための支援策
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

-

・H29年7月から、警報
等の解説・見える化によ
り、気象情報発信時の
情報入手のし易さを改
善する。
【H29年度～】

- - - - - -

・福島県等関係機関と
連携して、避難確保計
画等作成や避難訓練等
のシナリオ策定、訓練用
の情報提供等に必要な
支援を行う。
【H28年度～継続実施】

要配慮者利用施設にお
ける計画策定の推進を
行う。

必要に応じ、検討・調整
を行う。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

-

- -

・避難確保計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、それぞれの取
組を促すための支援策
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

-

・避難確保計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、それぞれの取
組を促すための支援策
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

● 洪水警報の危険度分布
等の提供及び気象情報発信
時の「警報級の可能性」や
「危険度を色分けした時系
列」等の発表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報
発信時の情報入手のし易さをサポートする。

平成29年度から
順次実施

- - -- -

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

要配慮者利用施設の市
町村地域防災計画への
位置付け状況を確認す
る。

-

-

・避難確保計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、それぞれの取
組を促すための支援策
について、必要に応じて
検討・調整する。
【H29年度～】

-

状況に応じて順次検討・
調整予定。

・洪水浸水想定区域や
土砂災害警戒区域内に
おける要配慮者利用施
設の立地状況を確認
後、村地域防災計画に
記載し、要配慮者利用
施設の避難確保計画作
成及び避難訓練実施の
促進を図る。
【H29年度～】

-

状況に応じて順次確認
予定。



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29～R3年度(5年間)の取組目標
別紙②　（２／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市 南相馬市 新地町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

● 想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図等の共
有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図等の作成・公表の予定
を共有する。また、洪水浸水想定区域図が作
成された場合は当該洪水浸水想定区域図を
共有する（なお、共有された洪水浸水想定区
域図については、土地利用や都市計画の検
討等においても広く活用されるよう各構成員
において確認する。）。

引き続き実施

・県管理河川のうち、水
位周知河川等につい
て、想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の
予定を共有する。また、
洪水浸水想定区域図が
作成された場合は当該
区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・県管理河川のうち、水
位周知河川等につい
て、想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の
予定を共有する。また、
洪水浸水想定区域図が
作成された場合は当該
区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図等が作成された場合
は、当該区域図を共有
する。【継続実施】

● 洪水ハザードマップの作
成・改良と周知

- -

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図を踏まえた洪水ハ
ザードマップの見直し・公
表を行う。また、洪水ハ
ザードマップが見直され
た場合は、当該洪水ハ
ザードマップを共有す
る。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図を踏まえた洪水ハ
ザードマップの作成・公
表の予定を共有する。ま
た、洪水ハザードマップ
が作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを
共有する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

洪水ハザードマップを庁
舎内で共有するととも
に、町民・町内事業者等
に周知する。

今後必要に応じて、検討
を進める。

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定
区域図を踏まえた洪水ハザードマップの作
成・公表の予定を共有する。また、洪水ハ
ザードマップが作成された場合は、当該洪水
ハザードマップを共有する。

平成29年度から
順次実施

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図を踏まえた洪水ハ
ザードマップの作成・公
表の予定を共有する。ま
た、洪水ハザードマップ
が作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを
共有する。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図を踏まえた洪水ハ
ザードマップの作成・公
表の予定を共有する。ま
た、洪水ハザードマップ
が作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを
共有する。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図等が作成された場合
は、洪水ハザードマップ
の作成・公表の予定を
共有する。また、洪水ハ
ザードマップが作成され
た場合は、当該洪水ハ
ザードマップを共有す
る。
【H29年度～】

関係機関と協議して、洪
水ハザードマップの調査
研究を図る。

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力向
上のための自主防災組織の充実を図る。

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、住民等や多様
な関係機関が連携した
避難訓練を実施してい
く。
【継続実施】

・近隣町民を含めた避
難訓練の実施に向け、
検討調整する。
【H30年度～】

- -

● まるごとまちごとハザード
マップの促進

〇各構成員による｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の掲示)の取組状況を
共有するとともに、｢まるごとまちごとハザード
マップ実施の手引き｣(平成29年6月、国土交
通省水管理・国土保全局河川環境課水防企
画室）等を参考に、取組の推進について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

今後必要に応じて、検討
を進める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・洪水ハザードマップの
住民への効果的な周知
方法や、先進事例を踏
まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

住民への効果的な周知
方法について、わかりや
すいハザードマップの検
討を行い、作成・公表す
る。

-

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成
28年4月、国土交通省水管理・国土保全局
河川環境課水防企画室)等を参考に、洪水
ハザードマップの住民への効果的な周知方法
や、先進事例を踏まえたわかりやすい洪水ハ
ザードマップへの改良について検討・調整し、
平成30年7月豪雨を踏まえ、住民への洪水
ハザードマップ等各種防災計画の周知の徹
底を図る。

平成29年度から
検討実施

・R2年度に予定されてい
る想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
の公表後、洪水ハザード
マップを作成する。また、
住民への効果的な周知
方法等を関係機関と情
報共有を図る。
【H29年度～】

・洪水ハザードマップの
住民への効果的な周知
方法や、先進事例を踏
まえたわかりやすい洪水
ハザードマップへの改良
について検討・調整す
る。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図等が作成された場
合、洪水ハザードマップ
の作成を行う。また、住
民への効果的な周知方
法等を関係機関と情報
共有を図る。【H29年度
～】

国土交通省と連携し、洪
水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法
など、情報共有する。
【H29年度～】

作成済のハザードマップ
について検討を行い、よ
りわかりやすい公開方法
へ調整を行う。
町行事等でのマップ配
布・広報を実施する、
【H29年度～】

・洪水ハザードマップ作
成後、住民への効果的
な周知方法や、先進事
例を踏まえたわかりやす
い洪水ハザードマップへ
の改良について、必要に
応じて検討・調整する。
【H30年度～】

平成29年度から
検討実施

・行政区及び自主防災
組織と連携して、住民の
水防災意識を高め、地
域防災力の向上を図
る。また自主防災組織
未結成地区及び活動し
ていない地区に対しての
結成及び再結成に向け
た支援を行う。
【H29年度～】

・自主防災組織と連携し
て、住民の水防災意識
を高め、地域防災力の
向上を図る。
【H29年度～】

・消（水）防団等と連携し
て、住民の防災意識を
高め、地域防災力の向
上を図る。
【継続実施】

・自主防災組織と連携し
て、住民の水防災意識
を高め、地域防災力の
向上を図る。
【H29年度～】

- -

● 住民、関係機関が連携し
た避難訓練等の充実

〇各市町村等による避難訓練の実施状況や
実施予定を共有するとともに、住民等や多様
な関係機関が連携した避難訓練を検討・調
整する。

平成29年度から
検討実施

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、住民等や多様
な関係機関が連携した
避難訓練を実施して行
く。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、住民等や多様
な関係機関が連携した
避難訓練を検討・調整
する。
【H29年度～】

状況に応じて順次実施
予定。

・｢まるごとまちごとハザー
ドマップ｣(生活空間にお
ける想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の
掲示)の取組状況を共有
し、取組の推進について
検討・調整する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

- -

今後必要に応じて、検討
を進める。

・｢まるごとまちごとハザー
ドマップ｣(生活空間にお
ける想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の
掲示)の取組状況を共有
する。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザー
ドマップ｣(生活空間にお
ける想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の
掲示)の取組状況を共有
する。
【H29年度～】

・生活空間における想定
浸水深や避難場所等に
係る看板等の掲示を行
い、近隣居住者への周
知強化を図る。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザー
ドマップ｣(生活空間にお
ける想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の
掲示)の取組状況を共有
し、取組の推進につい
て、必要に応じて検討・
調整する。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、住民等や多様
な関係機関が連携した
避難訓練を、必要に応じ
て検討・調整する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

-

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有す
る。
【H29年度～】

-

・国土交通省・国土地理
院・気象庁の連携による
学校防災教育への取り
組みを実施する。
【H28年度～継続実施】

・小学校等の先生による
防災教育の実施を拡大
する方策等に関する取
組について、必要に応じ
て検討・調整する。
【H29年度～】

- -

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、住民等や多様
な関係機関が連携した
避難訓練を検討・調整
する。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有す
る。

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、村民や多様な
関係機関が連携した避
難訓練を検討・調整す
る。及び、村民の帰還率
を見ながら、実効性のあ
る内容を検討する。

現状各地区の自主防災
組織が活動休止をして
いる状況だが、今後地
区の体制として、活動を
再開した場合、連携した
訓練等を検討する。

町内居住者への防災意
識向上を図るとともに、
自主防災組織の設立に
向けた支援を行う。
【H30年度～】

・住民の水防災意識を
高め、地域防災力の向
上を図る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・自主防災組織と連携し
て、住民の水防災意識
を高め、地域防災力の
向上を図る。
【H29年度～】

自主防災組織を立ち上
げ、地域の防災力の向
上を図る。

-

-

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、住民等や多様
な関係機関が連携した
避難訓練を検討・調整
する。
【H29年度～】

・小学校等の先生による
防災教育の実施を拡大
する方策等に関する取
組について検討する。
【H29年度～】

・小学校等の先生による
防災教育の実施を拡大
する方策等に関する取
組を今後必要に応じて
検討・実施する。
【H29年度～】

・県管理河川のうち、水
位周知河川等につい
て、想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の
予定を共有する。また、
洪水浸水想定区域図が
作成された場合は当該
区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図を踏まえた洪水ハ
ザードマップの作成・公
表の予定を共有する。ま
た、洪水ハザードマップ
が作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを
共有する。
【H29年度～】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図等が作成された後、
洪水ハザードマップの改
良を行い、公表する。ま
た、住民への効果的な
周知方法等を関係機関
と情報共有を図る。
【H29年度～】

・｢まるごとまちごとハザー
ドマップ｣(生活空間にお
ける想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の
掲示)の取組状況を共有
し、取組の推進について
今後必要に応じて検討・
調整する。
【H29年度～】

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有する
とともに、住民等や多様
な関係機関が連携した
避難訓練を検討・調整
する。
【H29年度～】

・自主防災組織と連携し
て、住民の水防災意識
を高め、地域防災力の
向上を図る。また、自主
防災組織未結成地区に
対して結成に向けた支
援を行う。
【H29年度～】

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組
・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図の公表に合わせて、
洪水警報等の見直しを
随時図る。
【H28年度～継続実施】

● 防災教育の促進

〇防災教育に関する指導計画作成への支援
など、小学校等の先生による防災教育の実
施を拡大する方策等に関する取組について
検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・小学校等の先生による
防災教育の実施を拡大
する方策等に関する取
組について検討する。
【H29年度～】

・防災教育の実施を拡
大する方策等に関する
取組について検討・調整
する。
【H29年度～】

・小学校等の先生による
防災教育の実施を拡大
する方策等に関する取
組について検討・調整す
る。
【H29年度～】

・町内での小中学校の
再開に併せ、防災教育
の拡充に向けた検討・調
整を行う。
【H30年度～】

-

・平成21年度から行って
いる「豪雨から子どもの
命を守る出前講座事
業」を継続実施する。
【継続実施】

必要に応じ、検討、調整
を行う。

必要に応じ、検討、調整
を行う。

〇小中学校等における水防災教育を実施す
る。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する
説明会を実施する。

引き続き実施

・教育委員会と連携し、
小学校総合学習授業で
の水防災教育の取組の
実施について検討する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

・教育委員会と連携し、
小学校総合学習授業で
の水防災教育の取組の
実施について検討する。
【H29年度～】

・教育委員会等と連携
し、小中学校での防災
教育の取組の実施につ
いて検討する。
【H29年度～】

・教育委員会と連携し、
小学校総合学習授業で
の水防災教育の取組の
実施について検討する。
【H29年度～】

・町教育委員会と連携
し、水防防災教育実施
に向けた検討・調整を行
う。
【H30年度～】 -

・気象庁ワークショップ等
を通じた防災教育を支
援する。【継続実施】
・日本赤十字社と連携し
た学校防災教育への取
り組みを実施する。
【継続実施】

・教育委員会と連携し、
小学校総合学習授業で
の水防災教育の取組の
実施について、必要に応
じて検討する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・教育委員会と連携し、
小学校総合学習授業で
の水防災教育の取組の
実施について検討する。
【H29年度～】

・教育委員会と連携し、
小学校総合学習授業で
の水防災教育の説明会
を開催する。

-

福島県
相双建設事務所

・県管理河川のうち、水
位周知河川等につい
て、想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区
域図等の作成を継続実
施するとともに、公表予
定を共有し、洪水浸水
想定区域図を作成後、
当該区域図を共有す
る。
【H28年度～継続実施】

・想定最大規模降雨に
よる洪水浸水想定区域
図の作成後、洪水ハ
ザードマップの作成に必
要な情報を関係市町村
へ提供し、公表予定を
共有する。また、洪水ハ
ザードマップが作成され
た場合は、当該洪水ハ
ザードマップを共有す
る。
【H29年度～】

国土交通省と連携し、洪
水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法
や、先進事例を踏まえた
わかりやすい洪水ハザー
ドマップへの改良につい
て、関係市町村と情報
共有を図る。
【H29年度～】

・国の支援により作成し
た指導計画について市
町村と情報共有を図る。
【H29年度～】

各自主防災組織と訓練
を通して地域防災力の
向上に取り組む。

各自主防災組織と訓練
を通して地域防災力の
向上に取り組む。

-

市町村等と連携し、個々
の防災訓練に取り入れ
いていくことも調整してい
く。

市町村等と連携し、個々
の防災訓練に取り入れ
いていくことも調整してい
く。

・避難訓練の実施状況
や実施予定を共有す
る。
【H29年度～】

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

必要に応じ、検討を行
う。

村内への住民帰還状況
を考慮しながら、住民周
知の方法と併せて、今後
作成につき検討を進め
る。

・｢まるごとまちごとハザー
ドマップ｣(生活空間にお
ける想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の
掲示)の取組状況を共有
する。
【H29年度～】

- -

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・小学校等の先生による
防災教育の実施を拡大
する方策等に関する取
組について検討・調整す
る。
【H29年度～】

教育委員会と連携し防
災教育の手法について
検討する。

必要に応じ、検討を行
う。

村内への住民帰還状況
を考慮しながら、住民周
知の方法と併せて、今後
作成につき検討を進め
る。

今後必要に応じて、検討
を進める。

県管理河川の木戸川・
井出川二河川の今後の
想定最大規模降雨の研
究について検討する

水位周知河川等につい
て、想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区
域図等の見直し・公表を
行う。また、洪水浸水想
定区域図が見直しされ
た場合は当該区域図を
共有する。
【H28年度～継続実施】

・県管理河川のうち、水
位周知河川等につい
て、想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の
予定を共有する。また、
洪水浸水想定区域図が
作成された場合は当該
区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

水位周知河川等につい
て、想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区
域図等の作成・公表の
予定を共有する。また、
洪水浸水想定区域図が
作成された場合は当該
区域図を共有する。
【H28年度～継続実施】



・河川監視用カメラの配
置計画について、関係
市町村と検討・調整を図
る。
【H29年度～】 -

- -

-

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう、必要に
応じて検討・調整する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・河川監視用カメラにつ
いて、必要に応じて関係
機関と検討・調整を図
る。
【H29年度～】

必要に応じ、関係部署と
の検討・調整を行う。

- - -

・河川監視用カメラにつ
いて、必要に応じて関係
機関と検討・調整を図
る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・河川監視用カメラの配
置計画について、関係
機関と検討・調整を図
る。
【H29年度～】

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・県と連携して、避難場
所、避難経路の整備に
係る情報を共有するとと
もに、効率的な整備とな
るよう検討・調整する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

・河川監視用カメラの配
置計画について、関係
機関と検討・調整を図
る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

・危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置
について、関係機関と検
討・調整を図る。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置
について、関係機関と検
討・調整を図る。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置
について、関係機関と検
討・調整を図る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配
置計画について、関係
機関と検討・調整を図
る。
【H29年度～】

・河川監視用カメラの配
置計画について、関係
機関と検討・調整を図
る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

・町のインフラ復旧と併
せ、避難場所、避難経
路の整備を実施するとと
もに、効率的な整備とな
るよう検討・調整する。
【H29年度～】

-

各市町村に対し、避難
場所、避難経路の整備
に係る情報の共有を求
める。

各市町村に対し、避難
場所、避難経路の整備
に係る情報の共有を求
める。

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的に
応じた性能最適化・集約化等を含む)を検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

-

今後必要に応じ、水位
計等の設置について検
討を行う。

-

・危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置
について、必要に応じて
関係機関と検討・調整を
図る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置
について、関係機関と検
討・調整を図る。
【H29年度～】

簡易水位計の新規設置
について、関係機関と検
討・調整を図る。

・水位計未設置河川を
はじめとした危機管理型
水位計（簡易水位計）の
新規設置計画につい
て、関係市町村と検討・
調整を図り、設置・運用
を開始する。
【H29年度～】

・危機管理型水位計（簡
易水位計）の新規設置
について、関係機関と検
討・調整を図る。
【H30年度～】

・河川監視用カメラによ
り、河川水位情報の観
測体制を整備する。
【H26年度～継続実施】

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

● 避難場所、避難経路の整
備

〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を
共有するとともに、避難場所、避難経路の整
備にあたっては、近隣工事等の発生土砂を
有効活用するなど、事業連携による効率的な
整備となるよう検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

・避難場所、避難経路の
整備に係る情報を共有
するとともに、効率的な
整備となるよう検討・調
整する。
【H29年度～】

● 危機管理型水位計、河川
監視用カメラの整備

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検
討・調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省の
プロジェクトにおいて開発を進めている、低コス
トで導入が容易なクラウド型・メンテナンスフ
リー水位計。

平成29年度から
検討実施



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29～R3年度(5年間)の取組目標

・関係機関が連携した水
防訓練の実施を今後必
要に応じて検討する。

今後必要に応じて、検討
を進める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

・引き続き、関係機関が
連携した防災訓練等を
実施する。
【継続実施】

・引き続き、関係機関と
連携した水防訓練等を
実施する。
【継続実施】

・関係機関と連携した水
防防災訓練等を実施す
る。
【H30年度～】

・関係機関が連携した水
防訓練等を必要に応じ
て検討・実施する。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・引き続き、関係機関が
連携した水防訓練等を
実施する。
【継続実施】

引き続き、関係機関が
連携した水防訓練等を
実施する。

必要に応じ、関係機関と
の調整のうえ、訓練実施
の検討を行う。

各市町村と連携を図り
対応する。

各市町村と連携を図り
対応する。

・引き続き、関係機関が
連携した水防訓練等を
実施する。
【継続実施】

-

・関係機関と連携した情
報伝達訓練への支援を
行う。
【継続実施】

・水防技術講習会の実
施を今後必要に応じて
検討する。

今後必要に応じて、検討
を進める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

・水防技術講習会の受
講を検討する。
【継続実施】

・引き続き、町職員等を
対象にした水防技術講
習会に参加する。
【継続実施】

・講習に参加し、水防技
術の習得者の増加を図
る。
【H30年度～】

・水防技術講習会を必
要に応じて検討・実施す
る。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

水防技術講習会に積極
的に参加する。

・水防技術講習会の受
講を検討する。

必要に応じ、関係機関と
の調整のうえ、実施の検
討を行う。

開催される、水防技術
講習会を受講し対応を
検討する。

開催される、水防技術
講習会を受講し対応を
検討する。

・引き続き、市町村職員
等を対象に水防技術講
習会を実施する。
【継続実施】

- -

・水防団等への連絡体
制の確認と首長も参加し
た実践的な情報伝達訓
練の実施を必要に応じ
て検討する。
【H２９年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

・引き続き、消防（水防）
団等への連絡体制の確
認と、町長等も参加した
実践的な情報伝達訓練
を実施する。
【継続実施】

・県と町との連絡体制及
び情報伝達訓練を企画
調整する。
【継続実施】

・町及び町水防団が連
携し、実戦的な情報伝
達訓練を実施する。
【H30年度～】

・消防団への連絡体制
の確認と村長も参加した
実践的な情報伝達訓練
を必要に応じて検討・実
施する。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・引き続き、水防団等へ
の連絡体制の確認と首
長も参加した実践的な
情報伝達訓練を実施す
る。
【継続実施】

水防団等の連絡体制の
確認を首長も参加して
行う。

水防団を兼ねる消防団
への連絡体制を構築し、
実施の検討を行う。

各市町村と連携を図り
対応する。

各市町村と連携を図り
対応する。

・引き続き、市町村への
連絡体制の確認と首長
も参加した実践的な情
報伝達訓練を実施す
る。
【継続実施】

-

・市町村や関係機関等
の要請により、情報提供
等の訓練への支援を実
施する。
【継続実施】

葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

福島県
相双建設事務所

- -

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。

出水期前に水防資機材
の数量及び保管場所を
村、県担当者の共同で
確認を実施する。
【継続実施】

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

各市町村と情報の共有
を図る。

● 水防訓練の充実

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓練
等を実施する。

引き続き実施

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講習
会を実施する。

引き続き実施

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も参
加した実践的な情報伝達訓練を実施する。

引き続き実施

〇多様な関係機関、住民等の参加等による
実践的な水防訓練について検討・調整する。

各市町村と情報の共有
を図る。

● 水防資機材の整備等

〇各構成員が保有する水防資機材の配置に
ついて共有するとともに、水防資機材の整備
や洪水時の相互応援について検討・調整す
る。

引き続き実施

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

木戸川・井出川二河川
堤防は重要水位箇所の
水防関係者の確保に努
める

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

各市町村と連携を図り
対応する。

各市町村と連携を図り
対応する。

- -

・住民等の参加による実
践的な水防訓練につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・住民等の参加等による
実践的な水防訓練を必
要に応じて検討・調整す
る。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・住民等の参加等による
実践的な水防訓練につ
いて検討・調整する。
【H29年度～】

水防活動の担い手とな
る水防団員の募集を促
進する。

・市町村との連携による
実践的な水防訓練につ
いて検討・調整する。
【H29年度～】

〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主
防災組織、企業等の参画等)に関する広報の
取組状況や取組予定等を共有し、先進事例
を踏まえた広報の充実について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・水防(消防団員の募
集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する
広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進
事例を踏まえた広報の
充実について検討する。
【H29年度～】

・水防(消防団員の募
集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する
広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進
事例を踏まえた広報の
充実について検討する。
【H29年度～】

・水防(消（水）防団員の
募集、自主防災組織、
企業等の参画等)に関す
る広報の取組状況や取
組予定等を共有し、先
進事例を踏まえた広報
の充実について検討・調
整する。
【継続実施】

・水防(水防団員の募
集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する
広報の取組状況や取組
予定等を共有する。ま
た、先進事例の情報を
入手し、共有を図る。
【H29年度～】

・水防に関する取組状況
を共有し、広報の充実に
ついて検討・調整する。
【H29年度～】

必要に応じ、関係機関と
の調整のうえ、訓練実施
の検討を行う。平成29年度から

検討実施

・住民等の参加等による
実践的な水防訓練につ
いて検討・調整する。
【H29年度～】

・住民等の参加等による
実践的な水防訓練につ
いて検討・調整する。
【H29年度～】

・住民等の参加等による
防災訓練について検討・
調整する。
【継続実施】

・県との連携による実践
的な水防訓練について
検討・調整する。
【H29年度～】

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

-

・お天気フェア等の広報
行事における水防災に
関する防災気象情報の
活用に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
等の配布を実施する。
【継続実施】
・防災気象講演会を開
催し、広報活動を実施
する。
【H29年度～】

・水防に関する広報の取
組状況や取組予定等を
共有し、先進事例を踏ま
えた広報の充実につい
て、必要に応じて検討・
調整する。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・水防(水防団員の募
集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する
広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進
事例を踏まえた広報の
充実について検討・調整
する。
【H29年度～】

広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進
事例を踏まえた広報の
充実について検討・調整
する。

必要に応じ、検討を行
う。

・水防(水防団員の募
集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する
広報の取組状況や取組
予定等を共有する。ま
た、先進事例の情報を
入手し、共有を図る。
【H29年度～】

-

各消防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有
し、洪水時の水防団間
の連携・協力について検
討・調整する。
【H29年度～】

各消防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有
し、洪水時の水防団間
の連携・協力について検
討・調整する。
【H29年度～】

- -

・洪水浸水想定区域内
における災害拠点病院
等の立地状況を確認
し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情
報伝達の方法について
検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

- -

-

-

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

各水防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有
し、洪水時の水防団間
の連携・協力について検
討・調整する。
【H29年度～】

防災訓練を通じて、情報
伝達訓練に参加する。

必要に応じ、検討を行
う。

各市町村と連携を図り
対応する。

各市町村と連携を図り
対応する。

・洪水浸水想定区域内
における病院等の立地
状況を確認し、施設管
理者等に対する洪水時
の確実な情報伝達の方
法について検討・調整す
る。
【Ｈ29年度～】

-
● 災害拠点病院等の施設
管理者への情報伝達の充実

・庁舎及び外部支所に
おける洪水時に想定さ
れる浸水被害を確認し、
適切に機能を確保する
ために必要な対策につ
いて検討・調整する。
【H29年度～】

- - -

-

-

-

・村役場庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について、必
要に応じて検討・調整す
る。
【H29年度～】

● 水防団間での連携、協力
に関する検討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率的
な水防活動が実施できるよう、各水防団の分
団等の配置、管轄区域等を共有し、洪水時
の水防団間の連携・協力について検討・調整
する。

平成29年度から
検討実施

-

今後必要に応じて、検討
を進める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・新庁舎等建設にあた
り、洪水時に想定される
浸水被害を確認し、適
切に機能を確保するた
めに必要な対策につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

状況に応じて順次実施
予定。

・庁舎等における洪水時
に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を
確保するために必要な
対策について検討・調整
する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域に
指定された場合、区域
内における災害拠点病
院等の立地状況を確認
し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情
報伝達の方法について
検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

-

・洪水浸水想定区域内
における災害拠点病院
等が新たに設置となる場
合については、施設管理
者等と検討・調整を行
い、情報伝達方法の確
保を図る。
【Ｈ30年度～】

・洪水浸水想定区域内
における大規模工場等
の立地状況を確認し、
大規模工場等の浸水防
止計画の作成支援及び
訓練実施状況を確認す
る。
【H30年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

今後必要に応じて、検討
を進める。

平成29年度から
検討実施

今後必要に応じて、検討
を進める。

-

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、
排水資機材の配置、運用方法等に係る情報
を共有し、洪水時の排水施設等の管理者間
の連絡体制を構築するとともに、洪水時に円
滑かつ迅速な排水を行うための排水施設等
の運用方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内
における排水施設、排水
資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体
制等に係る情報を共有
する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における排水施設、排水
資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体
制等に係る情報を共有
する。
【H29年度～】

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・浸水防止計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、取組を促すた
めの支援策について検
討・調整する。
【H29年度～】

-

・浸水防止計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、取組を促すた
めの支援策について検
討・調整する。
【H29年度～】

-
〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、それぞれの取組を促すための
支援策について検討・調整する。

● 大規模工場等の自衛水
防に係る取組の促進

・洪水浸水想定区域に
指定された場合、浸水
防止計画の作成状況や
訓練の実施状況を踏ま
え、取組を促すための支
援策について検討・調整
する。
【H29年度～】

-

・浸水防止計画の作成
支援や訓練の実施状況
を確認し、各事業所への
指導・助言を行う。
【H30年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

-

・複数市町村に影響が
あると想定される浸水被
害軽減地区の指定予
定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

● 排水施設、排水資機材の
運用方法の改善及び排水施
設の整備等

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

浸水被害軽減地区の指
定に関して関係機関と、
連携対応を図る。
【H29年度～】

・複数市町村に影響が
あると想定される浸水被
害軽減地区の指定予
定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における排水施設、排水
資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体
制等に係る情報を共有
する。
【H29年度～】

・複数市町村に影響が
あると想定される浸水被
害軽減地区の指定予
定・課題等を、必要に応
じて共有し、連携対応を
図る。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域に
指定された場合、排水
施設、排水資機材の配
置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者
間の連絡体制等に係る
情報を共有する。
【H29年度～】

-

・洪水浸水想定区域内
における排水施設、排水
資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体
制等に係る情報を共有
する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における排水施設連絡
体制等に係る情報を共
有する。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

● 浸水被害軽減地区の指
定

〇複数市町村に影響があると想定される浸
水被害軽減地区の指定にあたり、地区指定
の予定や指定に係る課題等を共有し、連携し
て課題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

- -

・市町村庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について令
和2年度以降に整備す
る。

・市町村庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について検
討・調整する。
【H29年度～】

-

必要に応じ、検討を行
う。

- - -

-

必要に応じ、検討を行
う。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

各市町村に対し、情報
の共有を求める。

-

-

・複数市町村に影響が
あると想定される浸水被
害軽減地区の指定予
定・課題等を共有する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における排水施設、排水
資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体
制等に係る情報を共有
する。
【H29年度～】

-

--

-

-

・洪水浸水想定区域内
における大規模工場等
の立地状況を確認し、
大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓
練の実施状況を確認す
る。
【H29年度～】

-

別紙②　（３／３）

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

-

-

・出水期前に重要水防
箇所の確認を行うととも
に、現地にて関係者によ
る共同点検等を必要に
応じて実施する。
【継続実施】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

・出水期前に重要水防
箇所の確認を行うととも
に、現地にて関係者によ
る共同点検等の実施す
る。
【継続実施】

・重要水防箇所の確認
を行うとともに、現地にて
関係者による共同点検
等の実施する。

・出水期前に重要水防
箇所の確認を行うととも
に、現地にて関係者によ
る共同点検等を実施す
る。
【継続実施】

関係機関

相馬市 南相馬市 新地町 広野町 楢葉町 富岡町

・複数市町村に影響が
あると想定される浸水被
害軽減地区の指定予
定・課題等を共有し、連
携対応を図る。
【H29年度～】

・水防計画に基づく資機
材の必要数量を確保
し、情報共有を図る。
【継続実施】

・住民等の参加等による
実践的な水防訓練の実
施を必要に応じて検討
する。
【H29年度～】

・水防(水防団員の募
集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する
広報の取組状況や取組
予定等を共有し、先進
事例を踏まえた広報の
充実について検討・調整
する。
【H29年度～】

水防団の分団配置、管
轄区域等を共有し、洪
水時の水防団間の連
携・協力について検討・
調整する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における災害拠点病院
等の立地状況を確認
し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情
報伝達の方法について
今後必要に応じて検討・
調整する。
【Ｈ29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における大規模工場等
の立地状況を確認し、
大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓
練の実施状況を確認す
る。
【H29年度～】

・浸水防止計画の作成
状況や訓練の実施状況
を踏まえ、取組を促すた
めの支援策について検
討・調整する。
【H29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における排水施設、排水
資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設
等の管理者間の連絡体
制等に係る情報を共有
する。
【H29年度～】

● 洪水時の市町村庁舎等
の機能確保のための対策の
充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定され
る浸水被害を確認し、適切に機能を確保する
ために必要な対策(耐水化、非常用電源等の
整備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市町村庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について検
討・調整する。
【H29年度～】

・市町村庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について検
討・調整する。
【H29年度～】

〇洪水浸水想定区域内における大規模工場
等の立地状況を確認するとともに、市町村地
域防災計画に定められた大規模工場等の浸
水防止計画の作成状況、訓練の実施状況を
確認する。

平成29年度から
検討実施

今後必要に応じて、検討
を進める。

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点病
院等の立地状況を確認し、施設管理者等に
対する洪水時の確実な情報伝達の方法につ
いて検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内
における災害拠点病院
等の立地状況を確認
し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情
報伝達の方法について
検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

● 水防に関する広報の充実

川内村 大熊町 双葉町 浪江町

・市町村庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について検
討・調整する。
【H29年度～】

・市町村庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について検
討・調整する。
【H29年度～】

・市町村庁舎等における
洪水時に想定される浸
水被害を確認し、適切に
機能を確保するために
必要な対策について検
討・調整する。
【H29年度～】

-

・洪水浸水想定区域内
における災害拠点病院
等の立地状況を確認
し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情
報伝達の方法について
検討・調整する。
【Ｈ29年度～】

・洪水浸水想定区域内
における大規模工場等
の立地状況を確認し、
大規模工場等の浸水防
止計画の作成状況、訓
練の実施状況を確認す
る。
【H29年度～】

・出水期前に重要水防
箇所の確認を行うととも
に、現地にて関係者によ
る共同点検等の実施す
る。
【継続実施】

・出水期前に重要水防
箇所の現地確認及び点
検を実施する。
【継続実施】

木戸川・井出川二河川
堤防は重要水位箇所の
水防関係者の確保に努
める

消（水）防団の分団等の
配置、管轄区域等を共
有し、洪水時の分団間
の連携・協力について検
討・調整する。
【継続実施】

各水防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有
し、洪水時の水防団間
の連携・協力について検
討・調整する。
【H29年度～】

各水防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有
し、洪水時の水防団間
の連携・協力について検
討・調整する。
【H30年度～】

消防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有
し、洪水時の消防団間
の連携・協力について、
必要に応じて検討・調整
する。

今後必要に応じて、検討
を進める。

・洪水浸水想定区域内
における災害拠点施設
等の立地状況を確認
し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情
報伝達の方法について、
必要に応じて検討・調整
する。
【Ｈ29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

状況に応じて順次実施
予定。

・洪水浸水想定区域に
指定された場合、区域
内における大規模工場
等の立地状況を確認
し、大規模工場等の浸
水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を
確認する。
【H29年度～】

-

● 重要水防箇所の確認

〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前
に重要水防箇所の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検等の実施につい
て検討・調整する。

引き続き実施

・出水期前に重要水防
箇所の確認を行うととも
に、現地にて関係者によ
る共同点検等の実施す
る。
【継続実施】

・出水期前に重要水防
箇所の確認を行うととも
に、現地にて関係者によ
る共同点検等の実施す
る。
【継続実施】

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期
事項

出水期前に村内重要水
防箇所の確認を村、県
担当者の共同で確認を
実施する。
【継続実施】

各市町村と情報を共存
し、水防箇所の確認を
実施する。

各市町村と情報を共存
し、水防箇所の確認を
実施する。

-

・出水期前の重要水防
箇所の現地での確認及
び共同点検等への参画
を検討する。
【R元より】

・出水期前に重要水防
箇所の確認を行うととも
に、現地にて関係者によ
る共同点検等を実施す
る。
【継続実施】

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項



■ その他

● 災害時及び災害復旧に
対する支援強化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共団
体等の参画など、災害対応にあたる人材を育
成するための方策や、地方公共団体間の相
互支援体制の強化を図るための方策につい
て検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

国が実施する研修、訓
練への地方公共団体等
の参画し、災害対応の
人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化
を図る。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓
練への地方公共団体等
の参画し、災害対応の
人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化
を図る。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓
練へ参画し、災害対応
の人材育成や、自治体
間の相互支援体制の強
化を図る。
【H29年度～】

-

国が実施する研修、訓
練へ参加し、災害対応
の人材育成や、自治体
間の相互支援体制の強
化を図る。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓
練への地方公共団体等
の参画し、災害対応の
人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化
を図る。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を必要に応じて行う。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

● 災害情報の共有体制の
強化

〇各構成員における災害情報の共有体制を
強化するため、共有すべき災害情報や当該
情報の共有方策等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。
【H29年度～】

-

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。
【H29年度～】

災害情報の共有体制を
強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。

災害情報の共有体制を
強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。 - -

国が実施する研修、訓
練への地方公共団体等
の参画し、災害対応の
人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化
を図る。

国が実施する研修、訓
練への地方公共団体等
の参画し、災害対応の
人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化
を必要に応じて図る。
【H29年度～】

今後必要に応じて、検討
を進める。

状況に応じて順次実施
予定。

国が実施する研修、訓
練への地方公共団体等
の参画し、災害対応の
人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化
を図る。
【H29年度～】

状況に応じて順次実施
予定。

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。
【H29年度～】

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等の確認
を行う。

・災害情報の共有体制
を強化するため、災害情
報の共有方策等につい
て検討・調整する。
【H29年度～】

・気象台は災害時気象
資料及び災害時気象支
援資料を必要に応じて
発表すると共に、これら
の資料の利活用にあた
る人材を育成するための
方策について検討・調整
する。
【H29年度～】

国が実施する研修、訓
練への地方公共団体等
の参画し、災害対応の
人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化
を図る。
【H29年度～】

- -

市町村職員及び県職員
の防災対応能力の向上
を図るための研修等を
実施する。

国が実施する研修、訓
練へ参画し、災害対応
の人材育成や、自治体
間の相互支援体制の強
化を図る。
【H29年度～】



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29年度取組内容
別紙③　（１／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市 南相馬市 新地町
福島県

相双地方振興局
気象庁

福島地方気象台具体的取組

１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項

● 洪水時等における河川管
理者等からの情報提供等の
内容及びタイミングの確認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等発
令の判断を支援するため、洪水時等に気象台
や河川管理者等から市町村に提供する気象
情報、河川情報及び土砂災害警戒情報の内
容及び提供するタイミングを確認する。

平成29年度から
順次実施

〇洪水時等の市町村長に
よる避難勧告等発令の判断
を支援するため、洪水時等
に気象台や河川管理者等
から市町村に提供する気象
情報、河川情報及び土砂
災害警戒情報の内容及び
提供するタイミングを確認す
る。

浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双建設事務所

広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町

-

・指定済みの洪水予報河川
（新田川、宇多川）、水位周
知河川（真野川、小高川、
小泉川、富岡川、請戸川、
高瀬川）及び土砂災害警戒
情報について、H29.6月まで
に確認した。

-

・避難勧告の発令判断の目
安となる氾濫危険情報の発
表等を建設事務所と気象
台で共同で実施する。
・「警報級の可能性」
(H29.5)「危険度を色分けし
た時系列」(H29.7)の提供を
開始した。】

〇直接市町村長等に気象情報、河川情報及
び土砂災害警戒情報を伝達するホットラインの
構築状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

-

河川情報及び土砂災害警
戒情報を確認している。

町内にある水位周知河川
（高瀬川、請戸川）について
確認を行った。

市町村長による避難勧告等
発令の判断を支援するた
め、洪水時等に気象台や河
川管理者等から市町村に
提供する気象情報、河川情
報及び土砂災害警戒情報
について再確認を行った。

気象台及び河川管理者より
提供される情報について、
内容を確認した。

-

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

町内には木戸ダム及び２級
河川の木戸川・井出川を有
している。近年の河川氾濫
等の水害を意識し、自治体
トップセミナー参加による危
機管理を強化する。

福島県及び気象台からの情
報伝達方法及び提供のタイ
ミングについて直接説明を
受け内容を確認した。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

・避難判断及び配備基準
への気象情報の利活用に
関する助言等支援を行う。
・地域防災計画修正等支
援
（福島市等7市町村）
【H29年度実施】

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令判
断基準等を踏まえて、防災行動と河川管理者
及び市町村等その実施主体を時系列で整理
する｢水害対応タイムライン｣を作成するととも
に、その運用状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

〇直接市町村長等に気象
情報、河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認する。

・直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

・直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

関係機関と連携したタイムラ
イン策定に向けた調査研究

-

｢避難勧告等に関するガイド
ライン｣(平成29年1月、内閣
府(防災担当))を参考に、市
町村が定めた洪水時等にお
ける避難勧告等の発令対
象区域、発令判断基準等
の確認を行った。

- -

-

-

・直接市町村長等に気象
情報を伝達するホットライン
の構築状況を確認し
(H29.6)、連絡体制を確立
した。
・ﾎｯﾄﾗｲﾝ4回（延べ25市町
村）、防災メール発出16回
【H29年度】

河川情報及び気象情報（土
砂災害警戒情報）に係る村
長部局へのホットラインを構
築、運用を開始している。

- -

・指定済みの洪水予報河川
（新田川、宇多川）、水位周
知河川（真野川、小高川、
小泉川、富岡川、請戸川、
高瀬川）に係る河川情報及
び土砂災害警戒情報を伝
達するホットラインの構築状
況を確認し、H29.6月から運
用を開始した。

-

・H29.8～9月に各市町村防
災担当への個別説明を実
施した。

-

町内にある水位周知河川
（高瀬川、請戸川）について
運用を開始した。

村長に気象情報、河川情報
及び土砂災害警戒情報を
伝達するホットラインの構築
状況について確認した。

・町長に河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気
象情報については、継続実
施する。

福島県自治体トップセミナー
への参加及びホットラインの
通報連絡体制の構築。

河川管理者から首長及び
水防担当課長への情報伝
達ホットラインを確認した。

町民に対する避難基準につ
いては、これまでの実績に
加えて県自治体トップセミ
ナーへ参加し、基準作りを
検討していく。

福島県からの指導を受け、
洪水時等における避難勧告
対象区域及び発令判断基
準を明確化するよう検討
中。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

- -

浪江町地域防災計画に記
載されている基準について
確認を行った。

・村長に河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気
象情報については、継続実
施する。 -

ホットラインの体制等の確認
を行った。

-

・市町村の｢水害対応タイム
ライン｣の作成に向けた支援
を行う。
・福島市や福島河川国道
事務所と協力して詳細版の
タイムラインの検討会への
参画【H30.3】

〇避難勧告等の発令判断基準の目安となる
基準水位（氾濫危険水位、避難判断水位）の
見直しの予定を共有し、その進捗状況について
確認する。

引き続き実施

〇基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況予定を共有
し、その進捗状況について
確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

- - -

Ｈ30年度の策定に向けて作
成済みの他市町村の情報
収集を行った。

- -

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しを継続実施し、進捗状況
及び今後の予定について情
報共有を図る。
・宇多川の基準水位見直し
に着手した。

- -- - -

〇｢水害対応タイムライン｣の
作成を検討する。

-

・｢水害対応タイムライン｣を
作成を検討する。

・｢水害対応タイムライン｣を
作成を検討する。

● 避難勧告等の発令対象
区域、発令判断基準等の確
認

〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成29
年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市町村
が定めた洪水時等における避難勧告等の発令
対象区域、発令判断基準等の確認を行う。

平成29年度から
順次実施

〇｢避難勧告等に関するガ
イドライン｣(平成29年1月、
内閣府(防災担当))を参考
に、市町村が定めた洪水時
等における避難勧告等の発
令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

-

・新田川、宇多川、真野川、
小高川、小泉川、富岡川、
請戸川、高瀬川の｢水害対
応タイムライン｣の作成に向
けた支援を行う。

〇水位周知河川等の指定を行う河川について
検討・調整するとともに、その進捗状況につい
て確認する。

平成29年度から
順次実施

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

-

基準水位の見直しの情報が
あった場合は情報共有す
る。

避難勧告等の発令判断基
準の目安となる基準水位
（氾濫危険水位、避難判断
水位）の見直しの予定を共
有し、その進捗状況につい
て確認した。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

国や県からの情報提供に加
えて、河川流域総合情報シ
ステムを活用し、気象台情
報を加味し総合的な情報共
有を図る。

-

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

-

- -

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイドラ
イン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・国
土保全局河川環境課）を参考に、簡易な方法
による水害危険性の周知を行う河川及び当該
河川における情報提供の方法について検討・
調整するとともに、その進捗状況について確認
する。

平成29年度から
順次実施

〇簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、今後必要に
応じて関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況を
確認する。

-

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

河川流域総合情報システ
ムの有効活用及び気象台
情報に加えて河川管理者と
連携した情報共有を図る。

水位周知河川等の指定を
行う河川についての情報が
あった場合は、関係機関に
必要な情報と提供する。

・水位周知河川等の指定を
行う河川について検討・調
整した。

- - -

・水位周知河川等の指定を
行う河川について検討・調
整する。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

対象河川の雨量に変化は
河川流域総合情報システ
ムの活用など関係機関と連
携した情報共有を図る。

-

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。 - -

- - -

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係市町村
と検討・調整を行う。

- --

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。 - -

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、県や関係機
関と検討・調整を行う。

-

・河川流域総合情報システ
ム（福島県提供サイト）のス
マートフォン用サイトを整備
し、住民等へのリアルタイム
情報の周知を図る。 - -

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対する
洪水情報や避難情報等の適切かつ確実な伝
達体制・方法について、検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・緊急速報メール、登録制
メール、防災行政無線の活
用により、気象情報、避難
情報などの住民への周知を
図る。

・防災メールや防災行政無
線等により、住民への周知
を図る。

・防災メールや防災行政無
線等により、住民への周知
を図る。

・緊急速報メール、防災行
政無線、ＬＥＤ防災表示板
の活用により、住民への周
知を図る。

-

浪江町ホームページに川の
防災情報や福島県河川流
域総合情報システムのサイ
トのリンクを掲載した。

- - - -

・町HPに外部リンク先として
気象庁HPや、川の防災情
報(国土交通省提供サイト)
の掲示を検討する。

町民向け災害マニュアル
「広野町災害時避難マニュ
アル」に記載する等、周知
方法について検討する。

河川流域総合情報システ
ムによる、河川水位情報に
よる、防災行政無線などの
情報媒体を駆使した住民情
報伝達の研究を図る。

町HPでの水災害関連情報
の提供について、掲示方法
等を検討中

・村ホームページに｢川の防災
情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)等のバ
ナー添付や村広報誌へ掲載
等、周知方法を、必要に応じて
検討する。

-

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システム(福島県提供
サイト)等、国と県が有している河川水位やＣＣ
ＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等への
周知方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇相馬市防災情報ホーム
ページに｢川の防災情報(国
土交通省提供サイト)｣や、
河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)等へ
のリンクを掲載し周知を図
る。

・H29年７月に大雨特別警
報の改善を行った。引き続
き情報の発信・改善を実施
する。

● 隣接市町村等への広域
避難体制の構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図等
の水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避
難経路を検討し、当該市町村内の避難場所だ
けで避難者を収容できない場合等は、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確
認する。収容が困難な場合
は隣接市町村や防災協定
締結自治体における避難場
所の設定や洪水時の連絡
体制等について調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

ＷＥＢ等による各種情報を
関係機関と連携して、地域
特性である高齢者や子供な
ど確実に広く伝わる有効な
情報提供の在り方を調査研
究していく。

防災無線や戸別受信機又
はIP告知を活用し、住民等
に洪水情報及び避難状況
を伝達方法について調整し
た。

必要に応じ、緊急速報メー
ル、登録制メールを利用し、
住民への周知を行う。なお、
引き続きその他の伝達手段
の導入について検討を行
う。

- -

・河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)によ
り、河川水位、雨量情報等
の発信を継続実施する。

-

避難時に国・県・町からＷＥ
Ｂ及び情報機関等を通じた
河川・ダム放流情報共有な
どを有効に活用して、適宜、
適切な避難情報の在り方を
調査研究する。

危険箇所については紙媒体
により配布済。
情報発信手段として防災行
政無線及びエリアメールは
整備済。

・防災行政無線等の活用に
より、住民への周知を図る。

- -

緊急速報メール等既存の情
報発信手段（町メールマガ
ジン、フェイスブック）を活用
を継続する。

● 情報通信技術等を活用し
た住民等へ適切かつ確実に
情報伝達する体制や方法の
改善・充実

・南相馬市のHPに外部リンク
先として気象庁HPや、川の
防災情報(国土交通省提供
サイト)を掲示する。

- - - - -

・作成に必要な情報の提供
及び支援を実施する。

施設の復旧状況を確認し、
その周辺居住者の収容につ
いて検討した。
災害時における避難所運営
を考慮し、集約についても併
せて検討した。

・村内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確
認し、収容困難な場合は、
隣接市町村等における避難
場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・調
整する。

- -

現時点で利用可能な公共
施設において避難場所、避
難所を選定する。また、水
害時の広域避難について検
討する。

隣接市町村等における避難
場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討中。

・H29.8～9月に各市町村防
災担当への個別説明を実
施した。

- -

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施状
況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支
援策について検討・調整する。また、施設職員
だけで対応するのが難しい場合の地域の支援
体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について調整
する。 - -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施を促すための
支援策について検討・調整
する。

-

町内の要配慮者施設の稼
働状況を随時確認し、必要
に応じて情報提供を行う。

土砂災害警戒区域内にお
ける要配慮者利用施設の
立地状況を確認するととも
に、市町村地域防災計画に
定められた要配慮者利用施
設の避難確保計画について
検討中。

- - --

・土砂災害警戒区域内にお
ける要配慮者利用施設の
避難確保計画作成及び避
難訓練実施の促進を図る。

-

要配慮者利用施設の立地
状況については確認済。
避難確保計画の作成につい
て、施設管理者と協議中。

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、村地域防災計
画に記載し、要配慮者利用
施設の避難確保計画作成
及び避難訓練実施の促進
を図る。

-

〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内
における要配慮者利用施設の立地状況を確認
するとともに、市町村地域防災計画に定められ
た要配慮者利用施設の避難確保計画の作成
状況、訓練の実施状況を確認する。

引き続き実施

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後した。

・福島県等関係機関と連携
して、避難確保計画等作成
や避難訓練等のシナリオ策
定、訓練用の情報提供等
に必要な支援を行う。

避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策を検討中。

- - -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。 -- -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について、必
要に応じて検討・調整する。 - -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

● 要配慮者利用施設等にお
ける避難計画等の作成・訓練
に対する支援

-

- - - - - -

〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布
及び流域雨量指数の予測値の利活用推進を
図る。

平成29年度から
順次実施

- - - - - - -

・H29.7から提供を開始し
た、洪水警報・大雨（浸水）
警報の危険度分布及び流
域雨量指数の予測値の利
活用推進を図る。

● 水害危険性（浸水想定及
び河川水位等の情報）の周
知

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活用に
ついて促進を図る。

引き続き実施 - - - - - - - - - - - - - -

・気象台と連携して利活用
の促進を図る。
【H29年度～】

-

・洪水警報・大雨（浸水）警
報の危険度分布（H29.7)及
び危険度を色分けした時系
列（H29.5)を発表し、これら
のらの利活用を図る。

- - -

資料２－２ 別紙③



● 洪水警報の危険度分布
等の提供及び気象情報発信
時の「警報級の可能性」や
「危険度を色分けした時系
列」等の発表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報発
信時の情報入手のし易さをサポートする。

平成29年度から
順次実施

- - - - - - - - - -

・H29年5月警報急の可能
性等を提供、H29年7月、
洪水警報の危険度分布等
の提供を開始し、情報の改
善を実施した。

- - - - - -



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29年度取組内容
別紙③　（２／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市 南相馬市 新地町
福島県

相双地方振興局
気象庁

福島地方気象台具体的取組

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

● 想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図等の共
有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る洪
水浸水想定区域図等の作成・公表の予定を共
有する。また、洪水浸水想定区域図が作成さ
れた場合は当該洪水浸水想定区域図を共有
する（なお、共有された洪水浸水想定区域図
については、土地利用や都市計画の検討等に
おいても広く活用されるよう各構成員において
確認する。）。

引き続き実施

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する

浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双建設事務所

広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町

-

・宇多川の想定最大規模降
雨による洪水浸水想定区域
図を作成した。

-

・指定河川洪水予報実施
河川の想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区域
図の公表に合わせて、洪水
警報等の見直しを検討す
る。それ以外の河川につい
ては、情報を共有する。
・H29.9阿武隈川、H30.3阿
賀川の洪水警報基準の見
直しを行った。

- -- -

請戸川・高瀬川についての
情報を収集する。

-

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、当該区
域図を共有する。

木戸川・井出川の想定最大
規模降雨に係る洪水浸水
等の調査・研究をしていく。

-

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

・想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。

- -

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成28
年4月、国土交通省水管理・国土保全局河川
環境課水防企画室)等を参考に、洪水ハザード
マップの住民への効果的な周知方法や、先進
事例を踏まえたわかりやすい洪水ハザードマッ
プへの改良について検討・調整し、平成30年7
月豪雨を踏まえ、住民への洪水ハザードマップ
等各種防災計画の周知の徹底を図る。

平成29年度から
検討実施

・洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップ
への改良について検討を進
める。

・洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップ
への改良について検討・調
整する。

・洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップ
への改良について検討・調
整する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合、洪水ハ
ザードマップの作成を行う。
また、住民への効果的な周
知方法等を関係機関と情報
共有を図る。

-

Ｈ29年度、現在の浸水想定
を周知するために洪水ハ
ザードマップを作成した。

・想定最大規模降雨や広域
避難等を考慮した洪水よる
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
検討中。

- - -

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、洪水ハ
ザードマップの作成・公表の
予定を共有する。また、洪
水ハザードマップが作成され
た場合は、当該洪水ハザー
ドマップを共有する。

国などが策定する洪水ハ
ザードマップや河川流域総
合情報システムの活用を周
知し、適切な判断が得られ
るための情報手段の在り方
を調査研究していく。

H28年度中に作成された公
図ハザードマップについて
は、紙媒体により配布済。
町HPによる情報提供につい
ては、庁内で調整中。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

-

-- -

● まるごとまちごとハザード
マップの促進

〇各構成員による｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の掲示)の取組状況を共
有するとともに、｢まるごとまちごとハザードマップ
実施の手引き｣(平成29年6月、国土交通省水
管理・国土保全局河川環境課水防企画室）等
を参考に、取組の推進について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進について検討・調整する。

-

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進を検討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有する。

まるごとまちごとハザードマッ
プにおける、町内架線につい
て河川管理者と連携して想
定浸水区域や避難場所等
について検討・調整してい
く。

洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップ
への改良について検討中。

● 洪水ハザードマップの作
成・改良と周知

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区
域図を踏まえた洪水ハザードマップの作成・公
表の予定を共有する。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当該洪水ハザードマッ
プを共有する。

平成29年度から
順次実施

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

- - -

国と連携し分かりやすく、確
実に伝わるハザードマップの
在り方について情報共有を
図る。

-

・洪水ハザードマップ作成
後、住民への効果的な周知
方法や、先進事例を踏まえ
たわかりやすい洪水ハザード
マップへの改良について、必
要に応じて検討・調整する。

- -

Ｈ29年度、現在の浸水想定
を周知するために洪水ハ
ザードマップを作成した。

- - -

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣の取組状況を共有す
る。

- --

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進について、調整する。

- -

Ｈ29年度、現在の浸水想定
を周知するために洪水ハ
ザードマップを作成した。

-

- -

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有する。
・H29.8会津若松市、県総
合、10月伊達市の防災訓
練に参画した。

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力向
上のための自主防災組織の充実を図る。

平成29年度から
検討実施

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。
また、自主防災組織未結成
地区に対して結成に向けた
支援を行う。

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。

・消（水）防団等と連携して、
住民の防災意識を高め、地
域防災力の向上を図る。

・消（水）防団等と連携して、
住民の防災意識を高め、地
域防災力の向上を図る。

-

７月に住民を対象に洪水を
想定した避難訓練を実施し
た。

- - - -

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を実施
していく。

避難の実践訓練を通じて、
逃げ遅れが生じない避難の
方法、避難の在り方につい
て調査研究していく。

-

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

-

〇各市町村等による避難訓練の実施状況や
実施予定を共有するとともに、住民等や多様な
関係機関が連携した避難訓練を検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

● 防災教育の促進

〇防災教育に関する指導計画作成への支援
など、小学校等の先生による防災教育の実施
を拡大する方策等に関する取組について検討・
調整する。

平成29年度から
検討実施

・小学校等の先生による防
災教育の実施を拡大する方
策等に関する取組を調整す
る。

-

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討・調整する。

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討・調整する。

こどもを水害から守るため、
国や河川管理者などと、教
育機関と連携した子供向け
の啓発情報教育の在り方を
調査研究していく。

-

まずは住民自らが的確情報
を基に避難する判断が得ら
れるための国県などの有効
な情報を調査研究していく。

-

・住民の水防災意識を高
め、地域防災力の向上を図
る。

- -

町民の帰還状況を踏まえつ
つ、自主防災組織の立ち上
げについて検討する。

● 住民、関係機関が連携し
た避難訓練等の充実

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

-

-

・国土交通省・国土地理
院・気象庁の連携による学
校防災教育への取り組みを
実施する。

-

・小学校等の先生による防
災教育の実施を拡大する方
策等に関する取組につい
て、必要に応じて検討・調整
する。 - -

国の作成した指導計画につ
いて、町教育委員会と情報
共有を図る。

-

-- - - - -

河川監視用カメラの配置つ
いて、県・関係部署と検討・
調整を図る。

河川監視用カメラの配置計
画(設置目的に応じた性能
最適化・集約化等を含む)に
ついて県と調整した。

-

・「豪雨から子どもの命を守
る出前講座事業」を継続実
施する。

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

町内小中学校にはプールが
なく、平成３１年度完成に向
けて整備する計画から、この
間の水害危険性の周知を
関係機関と連携を保ちなが
ら調査研究していく。

- - -

・国の支援により作成した指
導計画について市町村と情
報共有を図る。

- -

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

-

・H29年5月に日本赤十字
社と連携し、教員を対象、
H30年２月にはいわき市で
防災指導者養成講座として
気象庁ワークショップを開催
した。

県の実施する出前講座につ
いて町教育委員会に情報
提供を行う。

- - -

町内２河川のうち１河川には
水位計が設置されていない
ことから、避難判断基準にも
大きく影響を与えることが考
えられるため、設置に向けた
協議を河川管理者としてい
く。

-

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、必要に応じて関係機関
と検討・調整を図る。

-

・教育委員会と連携し、小
学校総合学習授業での水
防災教育の取組の実施につ
いて、必要に応じて検討す
る。 - -

・水位計未設置河川をはじ
めとした危機管理型水位計
（簡易水位計）の新規設置
計画について、県と検討・調
整を図る。

-

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

● 危機管理型水位計、河川
監視用カメラの整備

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検討・
調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省のプ
ロジェクトにおいて開発を進めている、低コストで
導入が容易なクラウド型・メンテナンスフリー水
位計。

平成29年度から
検討実施

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と調整を図る。

-

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討・調整
を図る。

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討・調整
を図る。

- -

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的に
応じた性能最適化・集約化等を含む)を検討・
調整する。

〇小中学校等における水防災教育を実施す
る。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する説
明会を実施する。

引き続き実施

・教育委員会と連携し、小
学校総合学習授業での水
防災教育の取組の実施につ
いて検討する。
【H29年度～】

-

・河川監視用カメラについ
て、必要に応じて関係機関
と検討・調整を図る。

- -

〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を共
有するとともに、避難場所、避難経路の整備に
あたっては、近隣工事等の発生土砂を有効活
用するなど、事業連携による効率的な整備とな
るよう検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

- -

- - -

・水位計未設置河川をはじ
めとした危機管理型水位計
（簡易水位計）の新規設置
計画について、関係市町村
と検討・調整した。

- - -

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係市町村
と検討・調整を図る。

-
平成29年度から

検討実施

・河川監視用カメラにより、
河川水位情報の観測体制
を整備する。

-

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討・調整を図る。

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討・調整を図る。

町内２河川の水害の危険性
を把握するため河川管理者
や河川流域総合情報シス
テムなどを有効活用して、
河川水位変化を捉え適宜
情報提供に努める。

-

新規で施設等整備する場
合は、防災の視点を踏まえ
て整備を行うよう周知する。

避難場所、避難経路に係る
情報を共有するとともに、避
難場所、避難経路の検討す
る。

- - - -

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

避難場所・避難経路など、
人命最優先の観点から関
係機関や住民も巻き込んだ
場所の選択を調査研究して
いく。 -

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう、必要に応じて検討・調
整する。 - -

● 避難場所、避難経路の整
備



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H29年度取組内容

・関係機関の水防訓練に連
携し対応する。

- -

・引き続き、関係機関が連
携した防災訓練等を実施す
る。

住民帰還の状況を勘案し
て、効果的な水防訓練の在
り方を関係機関と連携して
研究していく。

-

・関係機関の水防訓練等に
連携し対応する。

- -

関係機関が開催する水防
訓練について必要な協力を
行う。 - - - -

・関係機関と連携し、H29.6
月に福島県水防訓練を実
施した。 -

・関係機関と連携した情報
伝達訓練への支援を行う。

・水防技術講習会に参加検
討をする。

- -

・水防技術講習会の受講を
検討する。

職員の水防技術の向上は
人命第一に繋がる重要な事
業から、実施する訓練など
の機会を捉えて参加する。

-

・水防技術講習会に参加検
討をする。

- -

水防技術講習会に積極的
に参加する。

- - - -

・県及び市町村職員等を対
象とした水防技術講習会の
実施を検討する。 - -

・水防団等への連絡体制の
確認と首長も参加した実践
的な情報伝達訓練を検討
する。 -

・消防団への連絡体制の確
認と町長も参加した実践的
な情報伝達訓練を必要に
応じて検討・実施する。

・引き続き、消（水）防団等
への連絡体制の確認と、町
長等も参加した実践的な情
報伝達訓練を実施する。

住民帰還状況を踏まえて、
水防団辺の加入に向けた募
集の在り方を関係機関と連
携し実施していく。 -

・消防団への連絡体制の確
認と村長も参加した実践的
な情報伝達訓練を検討す
る。 - -

水防団等への連絡体制に
ついて確認する。

-

水防業務を兼務している消
防団との連絡体制を、
H29.5月に再構築済。情報
伝達訓練実施についても引
き続き検討を行う。

- -

・首長も参加した実践的な
情報伝達訓練の定期的な
実施を検討する。

-

・市町村や関係機関等の要
請により、情報提供等の訓
練への支援を実施する。
・H29.5月に洪水予報伝達
演習を実施した。

別紙③　（３／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市
双葉地方

広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双建設事務所

福島県
相双地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部
南相馬市 新地町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

● 重要水防箇所の確認

〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前に
重要水防箇所の確認を行うとともに、現地にて
関係者による共同点検等の実施について検
討・調整する。

引き続き実施

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等を実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

-

出水期前に、県担当部署と
共同で河川点検を実施し
た。

- -

・出水期前に重要水防箇所
の確認及び共同点検を実
施した。

- --

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等を必要に応じて実施す
る。 - -

・出水期前に重要水防箇所
の確認及び共同点検を実
施した。

出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施について県と検討
した。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、洪水
時の資材提供等について情
報共有を図った。 - --

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、洪水
時の資材提供等について情
報共有を図った。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量について検討す
る。

出水期前に、県担当部署と
共同で資機材の数量及び
保管箇所の確認を行った。

- -

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

-

水防計画に基づく資機材の
確保を行った。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

-

〇各構成員が保有する水防資機材の配置に
ついて共有するとともに、水防資機材の整備や
洪水時の相互応援について検討・調整する。

引き続き実施

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

● 水防資機材の整備等

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・住民等の参加等による実
践的な水防訓練を検討す
る。 -

・住民等の参加等による防
災訓練について検討・調整
する。

・住民等の参加等による防
災訓練について検討・調整
する。

住民が参加し実践できる水
防訓練の在り方を調査研究
していく。

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参
画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
する。また、先進事例の情
報を入手し、共有を図る。 -

-

・住民等の参加等による実
践的な水防訓練を検討す
る。 - -

町の水防訓練の実施につい
て検討する。

-

● 水防訓練の充実

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等
を実施する。

引き続き実施

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講習
会を実施する。

引き続き実施

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も参
加した実践的な情報伝達訓練を実施する。

引き続き実施

〇多様な関係機関、住民等の参加等による実
践的な水防訓練について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・H29年9月にお天気フェア
の広報行事における水防災
に関する防災気象情報の
活用に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の
配布を実施した。
・H29年11月に防災気象講
演会を開催し、広報活動を
実施した。

- -

- - -

・市町村との連携よる実践
的な水防訓練について検
討・調整する。 - -

-

● 水防団間での連携、協力
に関する検討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率的
な水防活動が実施できるよう、各水防団の分
団等の配置、管轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

水防団の分団配置、管轄
区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力につ
いて検討・調整する。

各消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。

各消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。

-

各構成員の水防(水防団員
の募集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する広
報の取組状況について、先
進事例等の情報収集を行
う。

広報の取組状況や取組予
定等を共有し、先進事例を
踏まえた広報の充実につい
て検討中。

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参
画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討・調
整する。

-

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について、検討・
調整する。

・水防(消防（水坊）団員の
募集、自主防災組織、企業
等の参画等)に関する広報
の取組状況や取組予定等
を共有し、先進事例を踏ま
えた広報の充実について検
討・調整する。

企業などの参加を促進する
ため、広域的・有効な広報・
ＨＰを活用充実の在り方を調
査研究していく。

-

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討す
る。

-● 水防に関する広報の充実

〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主防
災組織、企業等の参画等)に関する広報の取
組状況や取組予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

- -

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

● 災害拠点病院等の施設
管理者への情報伝達の充実

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点病
院等の立地状況を確認し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情報伝達の方法について
検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点病院等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法を検討・
調整する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点病院等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法について
検討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る災害拠点病院等の立地
状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な
情報伝達の方法について検
討・調整する。

各水防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。 - - - - -

消（水）防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有し、
洪水時の分団間の連携・協
力について検討・調整する。

水道関係者の協力を得な
がら、水防団間での連携が
図れるよう、洪水時の連携
協力について検討していく。 -

・消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の消防団間の連携・協力
について検討する。 - -

- --

● 洪水時の市町村庁舎等
の機能確保のための対策の
充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定される
浸水被害を確認し、適切に機能を確保するた
めに必要な対策(耐水化、非常用電源等の整
備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

-

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

町内の医療機関の再開予
定について情報収集する。

- - - -

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る災害拠点病院等の立地
状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な
情報伝達の方法について検
討・調整する。

- -

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点施設等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法について
検討する。 - -

-

● 大規模工場等の自衛水
防に係る取組の促進

〇洪水浸水想定区域内における大規模工場
等の立地状況を確認するとともに、市町村地域
防災計画に定められた大規模工場等の浸水
防止計画の作成状況、訓練の実施状況を確
認する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の立地
状況を確認し、大規模工場
等の浸水防止計画の作成
状況、訓練の実施状況を確
認する。

-

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

-

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討中。

- - - - -

役場の洪水時の機能確保
を図るため、適切に機能を
確保するために必要な整備
を整えるため調査研究して
いく。

-

・村役場庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討する。 新庁舎及び防災庁舎建設

に向け実施設計中
-

町有施設の洪水ハザードに
ついて再確認し、町内に周
知する。

-

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

- - - - - -- - - -

洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の状況
（再開予定、新規等）を確認
する。

-

- -

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

● 排水施設、排水資機材の
運用方法の改善及び排水施
設の整備等

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、排
水資機材の配置、運用方法等に係る情報を共
有し、洪水時の排水施設等の管理者間の連絡
体制を構築するとともに、洪水時に円滑かつ迅
速な排水を行うための排水施設等の運用方法
について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の状況
（再開予定、新規等）を確認
する。

- - - - -

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

- - - - -

〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施状
況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支
援策について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・浸水防止計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、取組を促すための支援
策を検討・調整する。

- -

● 浸水被害軽減地区の指
定

〇複数市町村に影響があると想定される浸水
被害軽減地区の指定にあたり、地区指定の予
定や指定に係る課題等を共有し、連携して課
題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・今後必要に応じて複数市
町村に影響があると想定さ
れる浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有
し、連携対応を図る。 -

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

- - - -

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、排水施設、排
水資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設等の
管理者間の連絡体制等に
係る情報を共有する。

- -

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設連絡体制等に
係る情報を共有する。

- -

-

■ その他

● 災害時及び災害復旧に対
する支援強化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共団
体等の参画など、災害対応にあたる人材を育
成するための方策や、地方公共団体間の相互
支援体制の強化を図るための方策について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

今後必要に応じて国が実施
する研修、訓練への地方公
共団体等の参画し、災害対
応の人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化を
図る。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を図る。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を図る。

国が実施する研修、訓練へ
参画し、災害対応の人材育
成や、自治体間の相互支援
体制の強化を図る。

- - - -

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有する。

-- -

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

- -

町内の浸水被害軽減地区
について検討する。

・気象台は災害時気象資
料及び災害時気象支援資
料を必要に応じて提供する
と共に、これらの資料の利
活用にあたる人材を育成す
るための支援を行う。

- - -

● 災害情報の共有体制の
強化

〇各構成員における災害情報の共有体制を強
化するため、共有すべき災害情報や当該情報
の共有方策等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・今後必要に応じて、災害
情報の共有体制を強化する
ため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。 -

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化について検討中。

- -

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を必要に応じて図
る。

- -

・国が実施する研修、訓練
へ参画し、災害対応の人材
育成を図る。

・国が実施する研修、訓練
へ参画し、災害対応の人材
育成を図る。

-

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等について検討・調
整する。

-- - - --

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。 - -

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等について検討・調
整する。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策について確認中。



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H30年度取組内容
別紙④　（１／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市 南相馬市 新地町 広野町
気象庁

福島地方気象台具体的取組

１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項

● 洪水時等における河川管
理者等からの情報提供等の
内容及びタイミングの確認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等発
令の判断を支援するため、洪水時等に気象台
や河川管理者等から市町村に提供する気象
情報、河川情報及び土砂災害警戒情報の内
容及び提供するタイミングを確認する。

平成29年度から
順次実施

〇洪水時等の市町村長に
よる避難勧告等発令の判断
を支援するため、洪水時等
に気象台や河川管理者等
から市町村に提供する気象
情報、河川情報及び土砂
災害警戒情報の内容及び
提供するタイミングを確認す
る。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双建設事務所

福島県
相双地方振興局

楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町

・河川氾濫情報、土砂災害
警戒情報の内容を確認す
る。

・避難勧告の発令判断の目
安となる氾濫危険情報の発
表等を建設事務所と気象
台で共同で実施する。
・「警報級の可能性」,「危険
度を色分けした時系列」の
利活用を促進する。
・Ｈ30.11～12に福島県と
連携して、自治体職員向け
の気象防災ワークショップを
開催した。

〇直接市町村長等に気象情報、河川情報及
び土砂災害警戒情報を伝達するホットラインの
構築状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

〇直接市町村長等に気象
情報、河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認する。

・直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

・直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

・町長に河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気
象情報については、継続実
施する。

福島県自治体トップセミナー
への参加及びホットラインの
通報連絡体制の構築。

・直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認し
た。

町内にある水位周知河川
（高瀬川、請戸川）について
確認を行う。

市町村長による避難勧告等
発令の判断を支援するた
め、洪水時等に気象台や河
川管理者等から市町村に
提供する気象情報、河川情
報及び土砂災害警戒情報
について再確認を行う。

気象台及び河川管理者より
提供される情報について、
内容を確認し、適宜対応に
あたる。

洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

・提供する情報の内容やタ
イミングについて検討する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

町内には木戸ダム及び２級
河川の木戸川・井出川を有
している。近年の河川氾濫
等の水害を意識し、自治体
トップセミナー参加による危
機管理を強化する。

福島県及び気象台からの情
報伝達方法及び提供のタイ
ミングについて直接説明を
受け内容を確認した。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容について確認
した。

ー ー

・ホットラインの連絡先を随
時確認する。

-

・直接市町村長等に気象
情報を伝達するホットライ
の、連絡体制の確認及び適
時適切な運用を行う。

● 避難勧告等の発令対象
区域、発令判断基準等の確
認

〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成29
年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市町村
が定めた洪水時等における避難勧告等の発令
対象区域、発令判断基準等の確認を行う。

平成29年度から
順次実施

〇｢避難勧告等に関するガ
イドライン｣(平成29年1月、
内閣府(防災担当))を参考
に、市町村が定めた洪水時
等における避難勧告等の発
令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

・村長に河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気
象情報については、継続実
施する。

直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

ホットラインを構築 町内にある水位周知河川
（高瀬川、請戸川）について
運用を開始した。

村長に気象情報、河川情報
及び土砂災害警戒情報を
伝達するホットラインの構築
状況について再確認を行
う。

河川情報及び気象情報（土
砂災害警戒情報）に係る村
長部局へのホットラインを構
築、運用中。

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令判
断基準等を踏まえて、防災行動と河川管理者
及び市町村等その実施主体を時系列で整理
する｢水害対応タイムライン｣を作成するととも
に、その運用状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

〇H33年度の公表に向け
て、関係機関と連携し、｢水
害対応タイムライン｣の作成
に向けた調査・研究を行う。

・H33年度までの｢水害対応
タイムライン｣の作成・公表に
向け、先進事例等の情報収
集を行う。

・｢水害対応タイムライン｣を
作成を検討する。

・｢水害対応タイムライン｣を
作成を検討する。

関係機関と連携したタイムラ
イン策定に向けた調査研究

-

浪江町地域防災計画に記
載されている基準について
確認を行う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

町民に対する避難基準につ
いては、これまでの実績に
加えて県自治体トップセミ
ナーへ参加し、基準作りを
検討していく。

福島県からの指導を受け、
洪水時等における避難勧告
対象区域及び発令判断基
準を明確化するよう検討
中。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

-

・市町村の｢水害対応タイム
ライン｣の作成に向けた支援
を行う。

平成33年度の公表に向け、
先行事例等の情報収集を
行い「水害対応タイムライ
ン」の作成を検討する。 - - -

水害対応タイムライン素案
を作成中。

-

・各市町村の発令判断基準
等について、情報を共有す
る。

・市町村の発令判断基準等
の策定状況を確認した。

・避難判断及び配備基準
への気象情報の利活用に
関する助言等支援を行う。

｢避難勧告等に関するガイド
ライン｣(平成29年1月、内閣
府(防災担当))を参考に、市
町村が定めた洪水時等にお
ける避難勧告等の発令対
象区域、発令判断基準等
の再確認を行う。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

〇基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況予定を共有
し、その進捗状況について
確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・新田川、宇多川、真野川、
小高川、小泉川、富岡川、
請戸川、高瀬川の｢水害対
応タイムライン｣の作成に向
けた支援を行う。

-

-

● 水害危険性（浸水想定及
び河川水位等の情報）の周
知

〇水位周知河川等の指定を行う河川について
検討・調整するとともに、その進捗状況につい
て確認する。

平成29年度から
順次実施

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

対象河川の雨量に変化は
河川流域総合情報システ
ムの活用など関係機関と連
携した情報共有を図る。

-

避難勧告等の発令判断基
準の目安となる基準水位
（氾濫危険水位、避難判断
水位）の見直しについて再
確認する。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しを継続実施し、進捗状況
及び今後の予定について情
報共有を図る。
・宇多川の基準水位見直し
を行う。
・新田川、真野川、小高川、
小泉川、富岡川、請戸川、
高瀬川の基準水位見直しに
着手する。

-

国や県からの情報提供に加
えて、河川流域総合情報シ
ステムを活用し、気象台情
報を加味し総合的な情報共
有を図る。

国・県との情報共有と過去
の事例を踏まえ、見直し予
定を共有・確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

- -

基準水位の見直しの情報が
あった場合は情報共有す
る。

〇避難勧告等の発令判断基準の目安となる
基準水位（氾濫危険水位、避難判断水位）の
見直しの予定を共有し、その進捗状況について
確認する。

引き続き実施

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・水位周知河川等の指定を
行う河川について検討・調
整する。

- -

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイドラ
イン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・国
土保全局河川環境課）を参考に、簡易な方法
による水害危険性の周知を行う河川及び当該
河川における情報提供の方法について検討・
調整するとともに、その進捗状況について確認
する。

平成29年度から
順次実施

〇簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、今後必要に
応じて関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況を
確認する。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討する。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。 - -

水位周知河川等の指定を
行う河川についての情報が
あった場合は、関係機関に
必要な情報と提供する。

・水位周知河川等の指定を
行う河川について検討・調
整する。

-

- -- -

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係市町村
と検討・調整を行う。

〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布
及び流域雨量指数の予測値の利活用推進を
図る。

平成29年度から
順次実施

- - - - - -

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、県や関係機
関と検討・調整を行う。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

河川流域総合情報システ
ムの有効活用及び気象台
情報に加えて河川管理者と
連携した情報共有を図る。

-

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

- -

- - - -

・H29.7から提供を開始し
た、洪水警報・大雨（浸水）
警報の危険度分布及び流
域雨量指数の予測値の利
活用推進を図る。
・利用促進のﾎﾟｽﾀｰの配布
を関係機関等に行った。（Ｈ
30.8～9）

● 情報通信技術等を活用し
た住民等へ適切かつ確実に
情報伝達する体制や方法の
改善・充実

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システム(福島県提供
サイト)等、国と県が有している河川水位やＣＣ
ＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等への
周知方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇相馬市防災情報ホーム
ページに｢川の防災情報(国
土交通省提供サイト)｣や、
河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)等へ
のリンクを掲載し周知を図
る。

・南相馬市のHPに外部リンク
先として気象庁HPや、川の
防災情報(国土交通省提供
サイト)を掲示する。

- - - - - -

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活用に
ついて促進を図る。

引き続き実施 - - - - -

-

浪江町ホームページに川の
防災情報や福島県河川流
域総合情報システムのサイ
トのリンクを掲載する（継続）

・町HPに外部リンク先として
気象庁HPや、川の防災情
報(国土交通省提供サイト)
の掲示を検討する。

町民向け災害マニュアル
「広野町災害時避難マニュ
アル」に記載する等、周知
方法について検討する。

河川流域総合情報システ
ムによる、河川水位情報に
よる、防災行政無線などの
情報媒体を駆使した住民情
報伝達の研究を図る。

町HPでの水災害関連情報
の提供について、掲示方法
等を検討中

・村ホームページに｢川の防災
情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)等のバ
ナー添付や村広報誌へ掲載
等、周知方法を、必要に応じて
検討する。

-

・警報級の可能性、洪水警
報の危険度分布等の利活
用を促進する。
・気象庁ＨＰのＴＯＰページ
の変更を行った。（Ｈ30.10）

- - - - - -

・河川流域総合情報システ
ム（福島県提供サイト）や、
新たに設置する危機管理型
水位計を活用し、住民等へ
のリアルタイム情報の周知を
図る。

- -- - - -

・緊急速報メール、登録制
メール、防災行政無線の活
用により、気象情報、避難
情報などの住民への周知を
図る。

・防災メールや防災行政無
線等により、住民への周知
を図る。

・防災メールや防災行政無
線等により、住民への周知
を図る。

・緊急速報メール、防災行
政無線、ＬＥＤ防災表示板
の活用により、住民への周
知を図る。

- - -

・気象台と連携して利活用
の促進を図る。
【H29年度～】

-

引き続き情報の発信・改善
を実施する。

● 隣接市町村等への広域
避難体制の構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図等
の水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避
難経路を検討し、当該市町村内の避難場所だ
けで避難者を収容できない場合等は、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確
認する。収容が困難な場合
は隣接市町村や防災協定
締結自治体における避難場
所の設定や洪水時の連絡
体制等について調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

ＷＥＢ等による各種情報を
関係機関と連携して、地域
特性である高齢者や子供な
ど確実に広く伝わる有効な
情報提供の在り方を調査研
究していく。

洪水想定区域を主に、居住
状況を踏まえた避難所開設
及び避難経路を検討する。

防災無線や戸別受信機、ア
タはIP告知端末を活用し、
住民等に洪水情報及び避
難状況を伝達方法について
調整する。

必要に応じ、緊急速報メー
ル、登録制メールを利用し、
住民への周知を行う。なお、
引き続きその他の伝達手段
の導入について検討を行
う。 - -

・河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)によ
り、河川水位、雨量情報等
の発信を継続実施する。
・新たに危機管理型水位計
を設置し、中小河川の水位
情報の発信を開始する。

-

避難時に国・県・町からＷＥ
Ｂ及び情報機関等を通じた
河川・ダム放流情報共有な
どを有効に活用して、適宜、
適切な避難情報の在り方を
調査研究する。

危険箇所については紙媒体
により配布済。
情報発信手段として防災行
政無線及びエリアメールは
整備済。
既存システムを活用した効
果的な情報伝達方法につ
いて検討する。

・防災行政無線等の活用に
より、住民への周知を図る。

- -

緊急速報メール等既存の情
報発信手段（町メールマガ
ジン、フェイスブック）を活用
を継続する。

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対する
洪水情報や避難情報等の適切かつ確実な伝
達体制・方法について、検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

- -

・宇多川の想定最大規模降
雨による洪水浸水想定区域
図等の水害リスク情報を作
成し、相馬市へ提供する。
・小泉川、真野川の想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図の作成に着手
する。

-

・作成に必要な情報の提供
及び支援を実施する。

● 要配慮者利用施設等にお
ける避難計画等の作成・訓練
に対する支援

〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内
における要配慮者利用施設の立地状況を確認
するとともに、市町村地域防災計画に定められ
た要配慮者利用施設の避難確保計画の作成
状況、訓練の実施状況を確認する。

引き続き実施

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、地域防災計画
に記載し、要配慮者利用施
設の避難確保計画作及び
避難訓練実施の促進を図
る。

洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、地域防災計画
に記載し、要配慮者利用施
設の避難確保計画作及び
避難訓練実施の促進を図
る。

・村内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確
認し、収容困難な場合は、
隣接市町村等における避難
場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・調
整する。

- -

現時点で利用可能な公共
施設において避難場所、避
難所を選定する。また、水
害時の広域避難について検
討する。

隣接市町村等における避難
場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討中。

-

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施状
況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支
援策について検討・調整する。また、施設職員
だけで対応するのが難しい場合の地域の支援
体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について調整
する。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検討
する。

-

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施を促すための
支援策について検討・調整
する。 -

-

町内の要配慮者施設の稼
働状況を随時確認し、必要
に応じて情報提供を行う。

-

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、市町村地域防
災計画に記載し、要配慮者
利用施設の避難確保計画
作成及び避難訓練実施を
促すための支援策について
検討・調整する。

-

要配慮者利用施設の立地
状況については確認済。
避難確保計画の作成につい
て、施設管理者と協議中。

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、村地域防災計
画に記載し、要配慮者利用
施設の避難確保計画作成
及び避難訓練実施の促進
を図る。

-

・福島県等関係機関と連携
して、避難確保計画等作成
や避難訓練等のシナリオ策
定、訓練用の情報提供等
に必要な支援を行う。

-

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について、必
要に応じて検討・調整する。

- -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策を検討中。

・対象となる施設を取りまと
め、関係部局との情報共有
を図る。

要配慮者利用施設の市町
村地域防災計画への位置
付け状況を確認した。

-

土砂災害警戒区域内にお
ける要配慮者利用施設の
立地状況を確認するととも
に、市町村地域防災計画に
定められた要配慮者利用施
設の避難確保計画について
検討中。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、出前講座や説明会等を
開催し、避難確保計画の作
成等を支援する。

-

資料２－２ 別紙④



平成29年度から
順次実施

- - - -

・警報級の可能性、洪水警
報の危険度分布等の利活
用を促進する。

- - - - - -- - - - - -

● 洪水警報の危険度分布
等の提供及び気象情報発信
時の「警報級の可能性」や
「危険度を色分けした時系
列」等の発表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報発
信時の情報入手のし易さをサポートする。



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H30年度取組内容
別紙④　（２／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市 南相馬市
福島県

相双建設事務所
福島県

相双地方振興局
気象庁

福島地方気象台具体的取組

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

新地町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町

● 洪水ハザードマップの作
成・改良と周知

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区
域図を踏まえた洪水ハザードマップの作成・公
表の予定を共有する。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当該洪水ハザードマッ
プを共有する。

平成29年度から
順次実施

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、洪水ハ
ザードマップの作成・公表の
予定を共有する。また、洪
水ハザードマップが作成され
た場合は、当該洪水ハザー
ドマップを共有する。

国などが策定する洪水ハ
ザードマップや河川流域総
合情報システムの活用を周
知し、適切な判断が得られ
るための情報手段の在り方
を調査研究していく。

請戸川・高瀬川についての
情報を収集する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、当該区
域図を共有する。

木戸川・井出川の想定最大
規模降雨に係る洪水浸水
等の調査・研究をしていく。

-

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

- -

● 想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図等の共
有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る洪
水浸水想定区域図等の作成・公表の予定を共
有する。また、洪水浸水想定区域図が作成さ
れた場合は当該洪水浸水想定区域図を共有
する（なお、共有された洪水浸水想定区域図
については、土地利用や都市計画の検討等に
おいても広く活用されるよう各構成員において
確認する。）。

引き続き実施

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

・平成33年度の公表に向け
て、洪水ハザードマップの住
民への効果的な周知方法
や、先進事例を踏まえたわ
かりやすい洪水ハザードマッ
プへの改良について検討・
調整する。

・先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップ
への改良について検討・調
整する。また。住民へはHP
に加え広報誌での特集紹介
や出前講座等で配布する
等をし、周知を図る。

・洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップ
への改良について検討・調
整する。

・指定河川洪水予報実施
河川の想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区域
図の公表に合わせて、洪水
警報等の見直しを検討す
る。それ以外の河川につい
ては、情報を共有する。

- -

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・宇多川の想定最大規模降
雨による洪水浸水想定区域
図を作成し、公表する。
・小泉川、真野川の想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図の作成に着手
する。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。

- -

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成28
年4月、国土交通省水管理・国土保全局河川
環境課水防企画室)等を参考に、洪水ハザード
マップの住民への効果的な周知方法や、先進
事例を踏まえたわかりやすい洪水ハザードマッ
プへの改良について検討・調整し、平成30年7
月豪雨を踏まえ、住民への洪水ハザードマップ
等各種防災計画の周知の徹底を図る。

平成29年度から
検討実施

H28年度中に作成された公
図ハザードマップについて
は、紙媒体により配布済。
町HPによる情報提供につい
ては、庁内で調整中。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

- -

作成したハザードマップを全
戸配布するとともに、役場庁
舎の担当課以外の窓口にも
配置した。
また、洪水浸水想定区域の
見直しや施設等の新設など
が行われた場合は、ハザー
ドマップの見直しを行うととも
に、周知・共有を行う。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、当該洪
水ハザードマップを共有す
る。

-

洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
わかりやすい洪水ハザード
マップへの改良について検
討中。

- - - -

国と連携し分かりやすく、確
実に伝わるハザードマップの
在り方について情報共有を
図る。

・わかりやすいハザードマッ
プへの改良について検討調
整した。
・町行事等でのマップ配布
及び防災に関する広報を実
施した。

・洪水ハザードマップ作成
後、住民への効果的な周知
方法や、先進事例を踏まえ
たわかりやすい洪水ハザード
マップへの改良について、必
要に応じて検討・調整する。

- -

作成したハザードマップを全
戸配布するとともに、役場庁
舎の担当課以外の窓口にも
配置した。
また、洪水浸水想定区域の
見直しや施設等の新設など
が行われた場合は、ハザー
ドマップの見直しを行うととも
に、周知・共有を行う。

● まるごとまちごとハザード
マップの促進

〇各構成員による｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の掲示)の取組状況を共
有するとともに、｢まるごとまちごとハザードマップ
実施の手引き｣(平成29年6月、国土交通省水
管理・国土保全局河川環境課水防企画室）等
を参考に、取組の推進について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進について検討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進を検討する。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進を検討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有する。

まるごとまちごとハザードマッ
プにおける、町内架線につい
て河川管理者と連携して想
定浸水区域や避難場所等
について検討・調整してい
く。

- - -

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣の取組状況を共有す
る。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合、洪水ハ
ザードマップの作成を行う。
また、住民への効果的な周
知方法等を関係機関と情報
共有を図る。

- -

● 住民、関係機関が連携し
た避難訓練等の充実

〇各市町村等による避難訓練の実施状況や
実施予定を共有するとともに、住民等や多様な
関係機関が連携した避難訓練を検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を実施
する。また各行政区が主体
となった防災訓練の支援を
実施して行く。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進について、調整する。

- -

作成した浪江町防災ハザー
ドマップを住民及び関係機
関に周知する。

-

- -

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有する。

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力向
上のための自主防災組織の充実を図る。

平成29年度から
検討実施

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。
また、自主防災組織未結成
地区に対して結成に向けた
支援を行う。

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。

-

-

風水害を対象とした本部演
習を実施した。

- -

市町村等と連携し、個々の
防災訓練に取り入れいてい
くことも調整していく。

市町村等と連携し、個々の
防災訓練に取り入れいてい
くことも調整していく。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を実施
していく。

避難の実践訓練を通じて、
逃げ遅れが生じない避難の
方法、避難の在り方につい
て調査研究していく。

-

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

-

- -

町内の居住状況を踏まえ、
自主防災組織の立ち上げを
推進する。

・住民の水防災意識を高
め、地域防災力の向上を図
る。

- -

町民の帰還状況を踏まえつ
つ、自主防災組織の立ち上
げについて検討する。

-

・消（水）防団等と連携して、
住民の防災意識を高め、地
域防災力の向上を図る。

・消（水）防団等と連携して、
住民の防災意識を高め、地
域防災力の向上を図る。

まずは住民自らが的確情報
を基に避難する判断が得ら
れるための国県などの有効
な情報を調査研究していく。

- -

・「豪雨から子どもの命を守
る出前講座事業」を継続実
施する。

〇防災教育に関する指導計画作成への支援
など、小学校等の先生による防災教育の実施
を拡大する方策等に関する取組について検討・
調整する。

平成29年度から
検討実施

-

各自主防災組織と訓練を通
して地域防災力の向上に取
り組む。

各自主防災組織と訓練を通
して地域防災力の向上に取
り組む。

-

国の作成した指導計画につ
いて、町教育委員会と情報
共有を図る。

- - - -

・国の支援により作成した指
導計画について市町村と情
報共有を図る。

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討・調整する。

こどもを水害から守るため、
国や河川管理者などと、教
育機関と連携した子供向け
の啓発情報教育の在り方を
調査研究していく。

再開した学校での防災教育
について、関係機関と連携
し実施に向けて取り組む。

・小学校等の先生による防
災教育の実施を拡大する方
策等に関する取組につい
て、必要に応じて検討・調整
する。 - -

-

-

・日本赤十字社、気象予報
士会等と連携し、教員を対
象とした気象庁ワークショッ
プ等の開催を検討する。
（職場体験の中学生対象に
4回実施　H30.7）

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・教育委員会と連携し、小
学校総合学習授業での水
防災教育の取組の実施につ
いて、必要に応じて検討す
る。 - -

県の実施する出前講座につ
いて町教育委員会に情報
提供を行う。

- -

● 防災教育の促進

・小学校等の先生による防
災教育の実施を拡大する方
策等に関する取組を調整す
る。

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討する。

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討・調整する。

-

・国土交通省・国土地理
院・気象庁の連携による学
校防災教育への取り組みを
実施する。
・福島県学校安全指導者
研修会への講師派遣
（H30.9）

〇小中学校等における水防災教育を実施す
る。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する説
明会を実施する。

引き続き実施

・教育委員会と連携し、小
学校総合学習授業での水
防災教育の取組の実施につ
いて検討する。
【H29年度～】

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

町内小中学校にはプールが
なく、平成３１年度完成に向
けて整備する計画から、この
間の水害危険性の周知を
関係機関と連携を保ちなが
ら調査研究していく。

-

- - - -

・水位計未設置河川をはじ
めとした危機管理型水位計
（簡易水位計）の新規設置
計画について、関係市町村
と検討・調整を図り、簡易水
位計を設置、運用を開始し
た。

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討・調整
を図る。

町内２河川のうち１河川には
水位計が設置されていない
ことから、避難判断基準にも
大きく影響を与えることが考
えられるため、設置に向けた
協議を河川管理者としてい
く。

-

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、必要に応じて関係機関
と検討・調整を図る。

- -

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的に
応じた性能最適化・集約化等を含む)を検討・
調整する。

平成29年度から
検討実施

・河川監視用カメラにより、
河川水位情報の観測体制
を整備する。

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討する。

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討・調整を図る。

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討・調整を図る。

町内２河川の水害の危険性
を把握するため河川管理者
や河川流域総合情報シス
テムなどを有効活用して、
河川水位変化を捉え適宜
情報提供に努める。

-

・水位計未設置河川をはじ
めとした危機管理型水位計
（簡易水位計）の新規設置
計画について、県と検討・調
整を図る。

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検討・
調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省のプ
ロジェクトにおいて開発を進めている、低コストで
導入が容易なクラウド型・メンテナンスフリー水
位計。

平成29年度から
検討実施

-

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係市町村
と検討・調整を図る。

- -

● 避難場所、避難経路の整
備

〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を共
有するとともに、避難場所、避難経路の整備に
あたっては、近隣工事等の発生土砂を有効活
用するなど、事業連携による効率的な整備とな
るよう検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・河川監視用カメラについ
て、必要に応じて関係機関
と検討・調整を図る。

- -

河川監視用カメラの配置つ
いて、県・関係部署と検討・
調整を図る。

河川監視用カメラの配置計
画(設置目的に応じた性能
最適化・集約化等を含む)に
ついて県と調整した。

-

● 危機管理型水位計、河川
監視用カメラの整備

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と調整を図る。

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討する。

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討・調整
を図る。

- - -

- -

-

新規で施設等整備する場
合は、防災の視点を踏まえ
て整備を行うよう周知した。

避難場所、避難経路に係る
情報を共有するとともに、避
難場所、避難経路の検討を
する。

-

各市町村に対し、避難場
所、避難経路の整備に係る
情報の共有を求める。

各市町村に対し、避難場
所、避難経路の整備に係る
情報の共有を求める。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

避難場所・避難経路など、
人命最優先の観点から関
係機関や住民も巻き込んだ
場所の選択を調査研究して
いく。

町内施設の復旧状況を考
慮し、開設する避難所及び
避難経路について、情報伝
達方法を検討する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう、必要に応じて検討・調
整する。 -

-

-

-



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H30年度取組内容

・関係機関の水防訓練に連
携し対応する。

・関係機関の水防訓練に連
携し対応する。

-

・引き続き、関係機関が連
携した防災訓練等を実施す
る。

住民帰還の状況を勘案し
て、効果的な水防訓練の在
り方を関係機関と連携して
研究していく。 -

・関係機関の水防訓練等に
連携し対応する。

- -

関係機関が開催する水防
訓練について必要な協力を
行う。

- -

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

・市町村が開催する水防訓
練に参加する。

-

・関係機関と連携した情報
伝達訓練への支援を行う。
・H30.5.29 阿賀川水防演
習、Ｈ30.6.3 福島県水防
訓練に参画した。

・水防技術講習会に参加検
討をする。

・水防技術講習会の参加を
検討をする。

-

・水防技術講習会の受講を
検討する。

職員の水防技術の向上は
人命第一に繋がる重要な事
業から、実施する訓練など
の機会を捉えて参加する。

-

・水防技術講習会に参加検
討をする。

- -

水防技術講習会に積極的
に参加した。

- -

開催される、水防技術講習
会を受講し対応を検討す
る。

開催される、水防技術講習
会を受講し対応を検討す
る。

・水防技術講習会の開催を
検討する。

- -

・水防団等への連絡体制の
確認と首長も参加した実践
的な情報伝達訓練を検討
する。

・各消防団への連絡体制の
確認と、首長も参加した実
践的な情報伝達訓練につ
いて検討する。

・秋の消防演習の中におい
て、台風による大雨洪水を
想定とした情報伝達訓練お
よび避難行動訓練を行っ
た。

・引き続き、消（水）防団等
への連絡体制の確認と、町
長等も参加した実践的な情
報伝達訓練を実施する。

住民帰還状況を踏まえて、
水防団辺の加入に向けた募
集の在り方を関係機関と連
携し実施していく。 -

・消防団への連絡体制の確
認と村長も参加した実践的
な情報伝達訓練を検討す
る。 - -

水防団等への連絡体制に
ついて確認する。

-

水防業務を兼務している消
防団との連絡体制を、H29
年度に構築。情報伝達訓練
実施についても引き続き検
討を行う。

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

・首長も参加した実践的な
情報伝達訓練の定期的な
実施を検討する。

-

・市町村や関係機関等の要
請により、情報提供等の訓
練への支援を実施する。

別紙④　（３／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市
双葉地方

広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双建設事務所

福島県
相双地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部
南相馬市 新地町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

● 重要水防箇所の確認

〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前に
重要水防箇所の確認を行うとともに、現地にて
関係者による共同点検等の実施について検
討・調整する。

引き続き実施

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等を実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

- -

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

-

各市町村と情報を共存し、
水防箇所の確認を実施す
る。

各市町村と情報を共存し、
水防箇所の確認を実施す
る。

・出水期前に重要水防箇所
の確認及び共同点検を実
施した。

- -

● 水防資機材の整備等
〇各構成員が保有する水防資機材の配置に
ついて共有するとともに、水防資機材の整備や
洪水時の相互応援について検討・調整する。

引き続き実施

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等を必要に応じて実施す
る。

- -

・出水期前に重要水防箇所
の確認及び共同点検を実
施する。

出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施について県と調整
する。

出水期前に、県担当部署と
共同で河川点検を実施し
た。

・住民等の参加等による実
践的な水防訓練を検討す
る。

・住民等の参加等による実
水防訓練を検討する。

・秋の消防演習内におい
て、地域住民参加による避
難行動訓練や土嚢積み訓
練を行った。

・住民等の参加等による防
災訓練について検討・調整
する。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、洪水
時の資材提供等について情
報共有を図る。 - -

● 水防訓練の充実

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等
を実施する。

引き続き実施

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講習
会を実施する。

引き続き実施

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も参
加した実践的な情報伝達訓練を実施する。

引き続き実施

-

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、洪水
時の資材提供等について情
報共有を図る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量について検討す
る。

出水期前に、県担当部署と
共同で資機材の数量及び
保管箇所の確認を行った。

各市町村と情報の共有を図
る。

各市町村と情報の共有を図
る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

-

水防計画に基づく資機材の
拡充を行う。

-

● 水防に関する広報の充実

〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主防
災組織、企業等の参画等)に関する広報の取
組状況や取組予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参
画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討・調
整する。

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討す
る。

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について、検討・
調整する。

・水防(消防（水坊）団員の
募集、自主防災組織、企業
等の参画等)に関する広報
の取組状況や取組予定等
を共有し、先進事例を踏ま
えた広報の充実について検
討・調整する。

企業などの参加を促進する
ため、広域的・有効な広報・
ＨＰを活用充実の在り方を調
査研究していく。

町広報紙を活用した定期的
な情報提供を行い、防災水
防意識の向上を図る。

- -

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

・市町村との連携よる実践
的な水防訓練について検
討・調整する。 -

住民が参加し実践できる水
防訓練の在り方を調査研究
していく。

関係機関及び地域住民が
連携した訓練の実施に向け
検討を行う。

・住民等の参加等による実
践的な水防訓練を検討す
る。 - -

町の水防訓練の実施につい
て検討する。

〇多様な関係機関、住民等の参加等による実
践的な水防訓練について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参
画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
する。また、先進事例の情
報を入手し、共有を図る。

-

・Ｈ30.9.2福島県総合防災
訓練、Ｈ30.10.6・7ふくしま
防災フェア等において水防
災に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布
等周知広報活動を行った。

● 水防団間での連携、協力
に関する検討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率的
な水防活動が実施できるよう、各水防団の分
団等の配置、管轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

水防団の分団配置、管轄
区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力につ
いて検討・調整する。

各消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討す
る。

- -

各構成員の水防(水防団員
の募集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する広
報の取組状況について、先
進事例等の情報収集を行
う。

広報の取組状況や取組予
定等を共有し、先進事例を
踏まえた広報の充実につい
て検討中。

-

- - -

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

● 災害拠点病院等の施設
管理者への情報伝達の充実

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点病
院等の立地状況を確認し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情報伝達の方法について
検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点病院等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法を検討・
調整する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点病院等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法について
検討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る災害拠点病院等の立地
状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な
情報伝達の方法について検
討・調整する。

-

各水防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。 - -

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

各消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。

消（水）防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有し、
洪水時の分団間の連携・協
力について検討・調整する。

水道関係者の協力を得な
がら、水防団間での連携が
図れるよう、洪水時の連携
協力について検討していく。 -

・消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の消防団間の連携・協力
について検討する。 -

- -- - -

● 洪水時の市町村庁舎等
の機能確保のための対策の
充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定される
浸水被害を確認し、適切に機能を確保するた
めに必要な対策(耐水化、非常用電源等の整
備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

役場の洪水時の機能確保
を図るため、適切に機能を
確保するために必要な整備
を整えるため調査研究して
いく。

町内の医療機関の再開予
定について情報収集する。

- -

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る災害拠点病院等の立地
状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な
情報伝達の方法について検
討・調整する。

- -

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点施設等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法について
検討する。 - -

- - - - - --

・村役場庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討する。 新庁舎及び防災庁舎建設

中
-

町有施設の洪水ハザードに
ついて再確認し、町内に周
知する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討中。

- -- - - - -

- - - - -

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

- - -

洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の状況
（再開予定、新規等）を確認
する。

- -

● 大規模工場等の自衛水
防に係る取組の促進

・洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の立地
状況を確認し、大規模工場
等の浸水防止計画の作成
状況、訓練の実施状況を確
認する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の状況
（再開予定、新規等）を確認
する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

- - - - -

〇洪水浸水想定区域内における大規模工場
等の立地状況を確認するとともに、市町村地域
防災計画に定められた大規模工場等の浸水
防止計画の作成状況、訓練の実施状況を確
認する。

平成29年度から
検討実施

〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施状
況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支
援策について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・浸水防止計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、取組を促すための支援
策を検討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

- -

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、排水施設、排
水資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設等の
管理者間の連絡体制等に
係る情報を共有する。

- -

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設連絡体制等に
係る情報を共有する。

- -

● 浸水被害軽減地区の指
定

〇複数市町村に影響があると想定される浸水
被害軽減地区の指定にあたり、地区指定の予
定や指定に係る課題等を共有し、連携して課
題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・今後必要に応じて複数市
町村に影響があると想定さ
れる浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有
し、連携対応を図る。

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

-

● 排水施設、排水資機材の
運用方法の改善及び排水施
設の整備等

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、排
水資機材の配置、運用方法等に係る情報を共
有し、洪水時の排水施設等の管理者間の連絡
体制を構築するとともに、洪水時に円滑かつ迅
速な排水を行うための排水施設等の運用方法
について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

- --

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

- -

町内の浸水被害軽減地区
について検討する。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

- -- -

- - -

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有する。



● 災害情報の共有体制の
強化

〇各構成員における災害情報の共有体制を強
化するため、共有すべき災害情報や当該情報
の共有方策等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・今後必要に応じて、災害
情報の共有体制を強化する
ため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を必要に応じて図
る。

- -

・国が実施する研修、訓練
へ参画し、災害対応の人材
育成を図る。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。 - -

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。 -

● 災害時及び災害復旧に対
する支援強化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共団
体等の参画など、災害対応にあたる人材を育
成するための方策や、地方公共団体間の相互
支援体制の強化を図るための方策について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

今後必要に応じて国が実施
する研修、訓練への地方公
共団体等の参画し、災害対
応の人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化を
図る。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を図る。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を図る。

国が実施する研修、訓練へ
参画し、災害対応の人材育
成や、自治体間の相互支援
体制の強化を図る。

- -

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等について検討・調
整する。

- --

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等について検討・調
整する。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策について確認中。 -

災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

■ その他
市町村職員及び県職員の
防災対応能力の向上を図る
ため、気象台と連携して気
象防災ワークショップを実施
した。

・気象台は災害時気象資
料及び災害時気象支援資
料を必要に応じて提供する
と共に、これらの資料の利
活用にあたる人材を育成す
るための支援を行う。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化について検討中。

- - -

・国が実施する研修、訓練
へ参画し、災害対応の人材
育成を図る。



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H31(R元)年度取組内容
別紙⑤　（１／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市 南相馬市 新地町 広野町
気象庁

福島地方気象台具体的取組

１　住民の避難行動に資するための情報伝達、避難計画等に関する取組

■ 情報伝達、避難計画等に関する事項

● 洪水時等における河川管
理者等からの情報提供等の
内容及びタイミングの確認

〇洪水時等の市町村長による避難勧告等発
令の判断を支援するため、洪水時等に気象台
や河川管理者等から市町村に提供する気象
情報、河川情報及び土砂災害警戒情報の内
容及び提供するタイミングを確認する。

平成29年度から
順次実施

〇洪水時等の市町村長に
よる避難勧告等発令の判断
を支援するため、洪水時等
に気象台や河川管理者等
から市町村に提供する気象
情報、河川情報及び土砂
災害警戒情報の内容及び
提供するタイミングを確認す
る。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双建設事務所

福島県
相双地方振興局

楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町

・河川氾濫情報、土砂災害
警戒情報の内容を確認す
る。

・避難勧告の発令判断の目
安となる氾濫危険情報の発
表等を建設事務所と気象
台で共同で実施する。
・「警報級の可能性」,「危険
度を色分けした時系列」の
利活用を促進する。

〇直接市町村長等に気象情報、河川情報及
び土砂災害警戒情報を伝達するホットラインの
構築状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

〇直接市町村長等に気象
情報、河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認する。

・直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

・直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

・町長に河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気
象情報については、継続実
施する。

福島県自治体トップセミナー
への参加及びホットラインの
通報連絡体制の構築。

・町長に河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。

町内にある水位周知河川
（高瀬川、請戸川）について
確認を行う。

市町村長による避難勧告等
発令の判断を支援するた
め、洪水時等に気象台や河
川管理者等から市町村に
提供する気象情報、河川情
報及び土砂災害警戒情報
について再確認を行う。

気象台及び河川管理者より
提供される情報について、
内容を確認し、適宜対応に
あたる。

洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

・提供する情報の内容やタ
イミングについて検討する。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

町内には木戸ダム及び２級
河川の木戸川・井出川を有
している。近年の河川氾濫
等の水害を意識し、自治体
トップセミナー参加による危
機管理を強化する。

福島県及び気象台からの情
報伝達方法及び提供のタイ
ミングについて直接説明を
受け内容を確認した。

・洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

洪水時等に気象台や河川
管理者等から提供される気
象情報、河川情報及び土
砂災害警戒情報の内容及
び提供されるタイミングにつ
いて確認する。

河川情報及び土砂災害警
戒情報の内容及び提供され
るタイミングについて引き続
き、注意していく。

ー ー

・ホットラインの連絡先を随
時確認する。

-

・直接市町村長等に気象
情報を伝達するホットライ
の、連絡体制の確認及び適
時適切な運用を行う。

● 避難勧告等の発令対象
区域、発令判断基準等の確
認

〇｢避難勧告等に関するガイドライン｣(平成29
年1月、内閣府(防災担当))を参考に、市町村
が定めた洪水時等における避難勧告等の発令
対象区域、発令判断基準等の確認を行う。

平成29年度から
順次実施

〇｢避難勧告等に関するガ
イドライン｣(平成29年1月、
内閣府(防災担当))を参考
に、市町村が定めた洪水時
等における避難勧告等の発
令対象区域、発令判断基
準等の確認を行う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

・村長に河川情報及び土砂
災害警戒情報を伝達する
ホットラインの構築状況を確
認し、運用を開始する。気
象情報については、継続実
施する。

直接市町村長等に気象情
報、河川情報及び土砂災
害警戒情報を伝達するホッ
トラインの構築状況を確認
する。

ホットラインの構築継続。 町内にある水位周知河川
（高瀬川、請戸川）について
運用を開始した。

村長に気象情報、河川情報
及び土砂災害警戒情報を
伝達するホットラインの構築
状況について再確認を行
う。

河川情報及び気象情報（土
砂災害警戒情報）に係る村
長部局へのホットラインを構
築、運用中。

〇市町村が定めた避難勧告発令等の発令判
断基準等を踏まえて、防災行動と河川管理者
及び市町村等その実施主体を時系列で整理
する｢水害対応タイムライン｣を作成するととも
に、その運用状況を確認する。

平成29年度から
順次実施

〇R3年度の公表に向けて、
関係機関と連携し、｢水害対
応タイムライン｣の作成に向
けた調査・研究を行う。

・R3年度までの｢水害対応タ
イムライン｣の作成・公表に
向け、先進事例等の情報収
集を行う。

・｢水害対応タイムライン｣を
作成を検討する。

・｢水害対応タイムライン｣を
作成を検討する。

関係機関と連携したタイムラ
イン策定に向けた調査研究

-

浪江町地域防災計画に記
載されている基準について
確認を行う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

町民に対する避難基準につ
いては、これまでの実績に
加えて県自治体トップセミ
ナーへ参加し、基準作りを
検討していく。

福島県からの指導を受け、
洪水時等における避難勧告
対象区域及び発令判断基
準を明確化するよう検討
中。

・洪水時等における避難勧
告等の発令対象区域、発
令判断基準等の確認を行
う。

-

・市町村の｢水害対応タイム
ライン｣の作成に向けた支援
を行う。

令和3年度の公表に向け、
先行事例等の情報収集を
行い「水害対応タイムライ
ン」の作成を検討する。

- - -

Ｈ30年度中に作成した素案
を、関係機関等と調整を行
い、水害対応タイムラインを
作成する。

-

・各市町村の発令判断基準
等について、情報を共有す
る。

・市町村の発令判断基準等
の策定状況を確認する。

・避難判断及び配備基準
への気象情報の利活用に
関する助言等支援を行う。

｢避難勧告等に関するガイド
ライン｣(平成29年1月、内閣
府(防災担当))を参考に、市
町村が定めた洪水時等にお
ける避難勧告等の発令対
象区域、発令判断基準等
の再確認を行う。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

〇基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況予定を共有
し、その進捗状況について
確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・新田川、宇多川、真野川、
小高川、小泉川、富岡川、
請戸川、高瀬川の｢水害対
応タイムライン｣の作成に向
けた支援を行う。 -

-

● 水害危険性（浸水想定及
び河川水位等の情報）の周
知

〇水位周知河川等の指定を行う河川について
検討・調整するとともに、その進捗状況につい
て確認する。

平成29年度から
順次実施

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

対象河川の雨量に変化は
河川流域総合情報システ
ムの活用など関係機関と連
携した情報共有を図る。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。

避難勧告等の発令判断基
準の目安となる基準水位
（氾濫危険水位、避難判断
水位）の見直しについて再
確認する。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しを継続実施し、進捗状況
及び今後の予定について情
報共有を図る。
・宇多川、新田川、真野川、
小高川、小泉川、富岡川、
請戸川、高瀬川の基準水
位見直しを行う。

-

国や県からの情報提供に加
えて、河川流域総合情報シ
ステムを活用し、気象台情
報を加味し総合的な情報共
有を図る。

国・県との情報共有と過去
の事例を踏まえ、見直し予
定を共有・確認する。

・基準水位（氾濫危険水
位、避難判断水位）の見直
しの進捗状況及び今後の予
定について確認する。

- -

基準水位の見直しの情報が
あった場合は情報共有す
る。

〇避難勧告等の発令判断基準の目安となる
基準水位（氾濫危険水位、避難判断水位）の
見直しの予定を共有し、その進捗状況について
確認する。

引き続き実施

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・水位周知河川等の指定を
行う河川について検討・調
整する。

- -

〇｢地域の水害危険性の周知に関するガイドラ
イン｣(平成29年3月、国土交通省水管理・国
土保全局河川環境課）を参考に、簡易な方法
による水害危険性の周知を行う河川及び当該
河川における情報提供の方法について検討・
調整するとともに、その進捗状況について確認
する。

平成29年度から
順次実施

〇簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、今後必要に
応じて関係機関と検討・調
整を図り、その進捗状況を
確認する。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討する。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

・新たに水位周知河川等の
指定を行う河川について、
関係機関と検討・調整を図
り、その進捗状況を確認す
る。 - -

水位周知河川等の指定を
行う河川についての情報が
あった場合は、関係機関に
必要な情報と提供する。

・水位周知河川等の指定を
行う河川について検討・調
整する。

-

- -- -

引き続き、各市町村に対
し、情報の共有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係市町村
と検討・調整を行う。

〇洪水警報・大雨（浸水）警報の危険度分布
及び流域雨量指数の予測値の利活用推進を
図る。

平成29年度から
順次実施

- - - - - -

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、県や関係機
関と検討・調整を行う。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

河川流域総合情報システ
ムの有効活用及び気象台
情報に加えて河川管理者と
連携した情報共有を図る。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

・簡易な方法による水害危
険性を周知する河川及び当
該河川における情報提供の
方法について、関係機関と
検討・調整を図り、その進捗
状況を確認する。

- -

- - - -

・H29.7から提供を開始し
た、洪水警報・大雨（浸水）
警報の危険度分布及び流
域雨量指数の予測値の利
活用推進を図る。

● 情報通信技術等を活用し
た住民等へ適切かつ確実に
情報伝達する体制や方法の
改善・充実

〇｢川の防災情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システム(福島県提供
サイト)等、国と県が有している河川水位やＣＣ
ＴＶカメラ等のリアルタイム情報の住民等への
周知方法について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

〇相馬市防災情報ホーム
ページに｢川の防災情報(国
土交通省提供サイト)｣や、
河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)等へ
のリンクを掲載し周知を図
る。

・南相馬市のHPに外部リンク
先として気象庁HPや、川の
防災情報(国土交通省提供
サイト)を掲示する。

- - - - - -

〇気象庁HP等を活用した情報提供と利活用に
ついて促進を図る。

引き続き実施 - - - - -

-

浪江町ホームページに川の
防災情報や福島県河川流
域総合情報システムのサイ
トのリンクを掲載する（継続）

・町HPに外部リンク先として
気象庁HPや、川の防災情
報(国土交通省提供サイト)
の掲示を検討する。

町民向け災害マニュアル
「広野町災害時避難マニュ
アル」に記載する等、周知
方法について検討する。

河川流域総合情報システ
ムによる、河川水位情報に
よる、防災行政無線などの
情報媒体を駆使した住民情
報伝達の研究を図る。

町HPでの水災害関連情報
の提供について、掲示方法
等を検討中

・村ホームページに｢川の防災
情報(国土交通省提供サイト)｣
や、河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)等のバ
ナー添付や村広報誌へ掲載
等、周知方法を、必要に応じて
検討する。

・緊急速報メール、防災行
政無線の活用により住民へ

の周知を図る。

・警報級の可能性、洪水警
報の危険度分布等の利活
用を促進する。

- - - - - -

・河川流域総合情報システ
ム（福島県提供サイト）や、
新たに設置する危機管理型
水位計を活用し、住民等へ
のリアルタイム情報の周知を
図る。

- -- - - -

・緊急速報メール、登録制
メール、防災行政無線の活
用により、気象情報、避難
情報などの住民への周知を
図る。

・防災メールや防災行政無
線等により、住民への周知
を図る。

・防災メールや防災行政無
線等により、住民への周知
を図る。

・緊急速報メール、防災行
政無線、ＬＥＤ防災表示板
の活用により、住民への周
知を図る。

- - -

・気象台と連携して利活用
の促進を図る。
【H29年度～】

-

引き続き情報の発信・改善
を実施する。

● 隣接市町村等への広域
避難体制の構築

〇各市町村において洪水浸水想定区域図等
の水害リスク情報を踏まえて避難場所及び避
難経路を検討し、当該市町村内の避難場所だ
けで避難者を収容できない場合等は、隣接市
町村等における避難場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確
認する。収容が困難な場合
は隣接市町村や防災協定
締結自治体における避難場
所の設定や洪水時の連絡
体制等について調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

・市町村内の避難場所によ
る避難者の収容の可否を再
確認し、収容困難な場合
は、隣接市町村等における
避難場所の設定や洪水時
の連絡体制等について検
討・調整する。

ＷＥＢ等による各種情報を
関係機関と連携して、地域
特性である高齢者や子供な
ど確実に広く伝わる有効な
情報提供の在り方を調査研
究していく。

洪水想定区域を主に、居住
状況を踏まえた避難所開設
及び避難経路を検討する。

防災無線や戸別受信機、ア
タはIP告知端末を活用し、
住民等に洪水情報及び避
難状況を伝達方法について
調整する。

必要に応じ、緊急速報メー
ル、登録制メールを利用し、
住民への周知を行う。なお、
引き続きその他の伝達手段
の導入について検討を行
う。 - -

・河川流域総合情報システ
ム(福島県提供サイト)によ
り、河川水位、雨量情報等
の発信を継続実施する。
・新たに危機管理型水位計
を設置し、中小河川の水位
情報の発信を開始する。

-

避難時に国・県・町からＷＥ
Ｂ及び情報機関等を通じた
河川・ダム放流情報共有な
どを有効に活用して、適宜、
適切な避難情報の在り方を
調査研究する。

危険箇所については紙媒体
により配布済。
情報発信手段として防災行
政無線及びエリアメールは
整備済。
既存システムを活用した効
果的な情報伝達方法につ
いて検討する。

・防災行政無線等の活用に
より、住民への周知を図る。

- -

緊急速報メール等既存の情
報発信手段（町メールマガ
ジン、フェイスブック）を活用
を継続する。

〇緊急速報メールの活用等、住民等に対する
洪水情報や避難情報等の適切かつ確実な伝
達体制・方法について、検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

- -

・小泉川の想定最大規模降
雨による洪水浸水想定区域
図等の水害リスク情報を作
成し、相馬市へ提供する。
・新田川、小高川、富岡川、
請戸川、高瀬川の想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図の作成に着手
する。

-

・作成に必要な情報の提供
及び支援を実施する。

● 要配慮者利用施設等にお
ける避難計画等の作成・訓練
に対する支援

〇洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内
における要配慮者利用施設の立地状況を確認
するとともに、市町村地域防災計画に定められ
た要配慮者利用施設の避難確保計画の作成
状況、訓練の実施状況を確認する。

引き続き実施

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、地域防災計画
に記載し、要配慮者利用施
設の避難確保計画作及び
避難訓練実施の促進を図
る。

洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、地域防災計画
に記載し、要配慮者利用施
設の避難確保計画作及び
避難訓練実施の促進を図
る。

・村内の避難場所による避
難者の収容の可否を再確
認し、収容困難な場合は、
隣接市町村等における避難
場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討・調
整する。

- -

現時点で利用可能な公共
施設において避難場所、避
難所を選定する。また、水
害時の広域避難について検
討する。

隣接市町村等における避難
場所の設定や洪水時の連
絡体制等について検討中。

-

〇避難確保計画の作成状況や訓練の実施状
況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支
援策について検討・調整する。また、施設職員
だけで対応するのが難しい場合の地域の支援
体制について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について調整
する。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検討
する。 -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施を促すための
支援策について検討・調整
する。

-

-

町内の要配慮者施設の稼
働状況を随時確認し、必要
に応じて情報提供を行う。

-

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、市町村地域防
災計画に記載し、要配慮者
利用施設の避難確保計画
作成及び避難訓練実施を
促すための支援策について
検討・調整する。

-

要配慮者利用施設の立地
状況については確認済。
避難確保計画の作成につい
て、施設管理者と協議中。

・洪水浸水想定区域や土砂
災害警戒区域内における要
配慮者利用施設の立地状
況を確認後、村地域防災計
画に記載し、要配慮者利用
施設の避難確保計画作成
及び避難訓練実施の促進
を図る。

-

・福島県等関係機関と連携
して、避難確保計画等作成
や避難訓練等のシナリオ策
定、訓練用の情報提供等
に必要な支援を行う。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検討
する。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について、必
要に応じて検討・調整する。 - -

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、それぞれの取組を促す
ための支援策を検討中。

・対象となる施設を取りまと
め、関係部局との情報共有
を図る。

要配慮者利用施設の市町
村地域防災計画への位置
付け状況を確認する。

-

土砂災害警戒区域内にお
ける要配慮者利用施設の
立地状況を確認するととも
に、市町村地域防災計画に
定められた要配慮者利用施
設の避難確保計画について
検討中。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・避難確保計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、出前講座や説明会等を
開催し、避難確保計画の作
成等を支援する。 -

資料２－２ 別紙⑤



平成29年度から
順次実施

- - - -

・警報級の可能性、洪水警
報の危険度分布等の利活
用を促進する。

- - - - - -- - - - - -

● 洪水警報の危険度分布
等の提供及び気象情報発信
時の「警報級の可能性」や
「危険度を色分けした時系
列」等の発表・改善

〇警報等の解説・見える化により、気象情報発
信時の情報入手のし易さをサポートする。



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H31(R元)年度取組内容
別紙⑤　（２／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市 南相馬市
福島県

相双建設事務所
福島県

相双地方振興局
気象庁

福島地方気象台具体的取組

２　水防災意識の再構築に向けた平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

■ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部

双葉地方
広域市町村圏
組合消防本部

新地町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町

● 洪水ハザードマップの作
成・改良と周知

〇想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区
域図を踏まえた洪水ハザードマップの作成・公
表の予定を共有する。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当該洪水ハザードマッ
プを共有する。

平成29年度から
順次実施

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、洪水ハ
ザードマップの作成・公表の
予定を共有する。また、洪
水ハザードマップが作成され
た場合は、当該洪水ハザー
ドマップを共有する。

国などが策定する洪水ハ
ザードマップや河川流域総
合情報システムの活用を周
知し、適切な判断が得られ
るための情報手段の在り方
を調査研究していく。

請戸川・高瀬川についての
情報を収集する。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、当該区
域図を共有する。

木戸川・井出川の想定最大
規模降雨に係る洪水浸水
等の調査・研究をしていく。

-

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

- -

● 想定最大規模降雨に係る
洪水浸水想定区域図等の共
有

〇国又は県による想定最大規模降雨に係る洪
水浸水想定区域図等の作成・公表の予定を共
有する。また、洪水浸水想定区域図が作成さ
れた場合は当該洪水浸水想定区域図を共有
する（なお、共有された洪水浸水想定区域図
については、土地利用や都市計画の検討等に
おいても広く活用されるよう各構成員において
確認する。）。

引き続き実施

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

・県管理河川のうち、水位周
知河川等について、想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図等の作成・公表
の予定を共有する。また、洪
水浸水想定区域図が作成
された場合は当該区域図を
共有する。

・令和3年度の公表に向け
て、洪水ハザードマップの住
民への効果的な周知方法
や、先進事例を踏まえたわ
かりやすい洪水ハザードマッ
プへの改良について検討・
調整する。

・先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップ
への改良について検討・調
整する。また。住民へはHP
に加え広報誌での特集紹介
や出前講座等で配布する
等をし、周知を図る。

・洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
先進事例を踏まえたわかり
やすい洪水ハザードマップを
作成・公表する。

H28年度中に作成された公
図ハザードマップについて
は、紙媒体により配布済。
町HPによる情報提供につい
ては、庁内で調整中。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図を踏
まえた洪水ハザードマップの
作成・公表の予定を共有す
る。また、洪水ハザードマッ
プが作成された場合は、当
該洪水ハザードマップを共
有する。

- -

作成したハザードマップを全
戸配布するとともに、役場庁
舎の担当課以外の窓口にも
配置した。
また、洪水浸水想定区域の
見直しや施設等の新設など
が行われた場合は、ハザー
ドマップの見直しを行うととも
に、周知・共有を行う。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合は、当該洪
水ハザードマップを共有す
る。

-

・指定河川洪水予報実施
河川の想定最大規模降雨
による洪水浸水想定区域
図の公表に合わせて、洪水
警報等の見直しを検討す
る。それ以外の河川につい
ては、情報を共有する。

- -

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・小泉川の想定最大規模降
雨による洪水浸水想定区域
図を作成し、公表する。
・新田川、小高川、富岡川、
請戸川、高瀬川の想定最
大規模降雨による洪水浸水
想定区域図の作成に着手
する。

-

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・小泉川の想定最大規模降
雨による洪水浸水想定区域
図の作成後、洪水ハザード
マップの作成に必要な情報
を市町村へ提供し、公表予
定を共有する。

- -

-

● まるごとまちごとハザード
マップの促進

〇各構成員による｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における想定浸水深や避難
場所等に係る看板等の掲示)の取組状況を共
有するとともに、｢まるごとまちごとハザードマップ
実施の手引き｣(平成29年6月、国土交通省水
管理・国土保全局河川環境課水防企画室）等
を参考に、取組の推進について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進について検討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進を検討する。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進を検討・調整する。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有する。

まるごとまちごとハザードマッ
プにおける、町内架線につい
て河川管理者と連携して想
定浸水区域や避難場所等
について検討・調整してい
く。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進を検討・調整する。

洪水ハザードマップの住民
への効果的な周知方法や、
わかりやすい洪水ハザード
マップについて令和元年度
の公表に向けて作成する。

-

学校・事業所等への訓練指
導や講話等の実施時に、洪
水ハザードマップの周知を併
せて行う。

学校・事業所等への訓練指
導や、講話等の実施時に洪
水ハザードマップの周知を併
せて行う。

- -

国と連携し分かりやすく、確
実に伝わるハザードマップの
在り方について情報共有を
図る。 ・わかりやすいハザードマッ

プへの改良について検討調
整する。
・町行事等でのマップ配布
及び防災に関する広報を実
施する。

・洪水ハザードマップ作成
後、住民への効果的な周知
方法や、先進事例を踏まえ
たわかりやすい洪水ハザード
マップへの改良について、必
要に応じて検討・調整する。

- -

作成したハザードマップを全
戸配布するとともに、役場庁
舎の担当課以外の窓口にも
配置した。
また、洪水浸水想定区域の
見直しや施設等の新設など
が行われた場合は、ハザー
ドマップの見直しを行うととも
に、周知・共有を行う。

〇｢水害ハザードマップ作成の手引き｣(平成28
年4月、国土交通省水管理・国土保全局河川
環境課水防企画室)等を参考に、洪水ハザード
マップの住民への効果的な周知方法や、先進
事例を踏まえたわかりやすい洪水ハザードマッ
プへの改良について検討・調整し、平成30年7
月豪雨を踏まえ、住民への洪水ハザードマップ
等各種防災計画の周知の徹底を図る。

平成29年度から
検討実施

- -

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣の取組状況を共有す
る。

・想定最大規模降雨による
洪水浸水想定区域図等が
作成された場合、洪水ハ
ザードマップの作成を行う。
また、住民への効果的な周
知方法等を関係機関と情報
共有を図る。

- -

● 住民、関係機関が連携し
た避難訓練等の充実

〇各市町村等による避難訓練の実施状況や
実施予定を共有するとともに、住民等や多様な
関係機関が連携した避難訓練を検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を実施
する。また各行政区が主体
となった防災訓練の支援を
実施して行く。

・｢まるごとまちごとハザード
マップ｣(生活空間における
想定浸水深や避難場所等
に係る看板等の掲示)の取
組状況を共有し、取組の推
進について、調整する。

- -

まるごとまちごとハザードマッ
プの導入について、県道を
行う。

- -

- -

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有する。

〇住民の水防災意識を高め、地域防災力向
上のための自主防災組織の充実を図る。

平成29年度から
検討実施

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。
また、自主防災組織未結成
地区に対して結成に向けた
支援を行う。

・自主防災組織と連携して、
住民の水防災意識を高め、
地域防災力の向上を図る。
また自主防災組織未結成
地区及び活動していない地
区に対しての結成及び再結
成に向けた支援を行う。

-

風水害を対象とした本部演
習を実施する。
また、住民等や多様な関係
機関が連携した避難訓練を
検討する。

- -

市町村等と連携し、個々の
防災訓練に取り入れいてい
くことも調整していく。

市町村等と連携し、個々の
防災訓練に取り入れいてい
くことも調整していく。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を実施
していく。

避難の実践訓練を通じて、
逃げ遅れが生じない避難の
方法、避難の在り方につい
て調査研究していく。

・住民参加の避難訓練の実
施を検討し、避難方法・避
難経路を確認する、

・避難訓練の実施状況や実
施予定を共有するとともに、
住民等や多様な関係機関
が連携した避難訓練を検討
する。

-

- -

町内の居住状況を踏まえ、
自主防災組織の立ち上げを
推進する。

・住民の水防災意識を高
め、地域防災力の向上を図
る。

- -

町民の帰還状況を踏まえつ
つ、自主防災組織の立ち上
げについて検討する。

-

・消（水）防団等と連携して、
住民の防災意識を高め、地
域防災力の向上を図る。

・消（水）防団等と連携して、
住民の防災意識を高め、地
域防災力の向上を図る。

まずは住民自らが的確情報
を基に避難する判断が得ら
れるための国県などの有効
な情報を調査研究していく。

- -

・「豪雨から子どもの命を守
る出前講座事業」を継続実
施する。

〇防災教育に関する指導計画作成への支援
など、小学校等の先生による防災教育の実施
を拡大する方策等に関する取組について検討・
調整する。

平成29年度から
検討実施

-

各自主防災組織と訓練を通
して地域防災力の向上に取
り組む。

各自主防災組織と訓練を通
して地域防災力の向上に取
り組む。

-

国の作成した指導計画につ
いて、町教育委員会と情報
共有を図る。

- - - -

・国の支援により作成した指
導計画について市町村と情
報共有を図る。

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討・調整する。

こどもを水害から守るため、
国や河川管理者などと、教
育機関と連携した子供向け
の啓発情報教育の在り方を
調査研究していく。

再開した学校での防災教育
について、関係機関と連携
し実施に向けて取り組む。

・小学校等の先生による防
災教育の実施を拡大する方
策等に関する取組につい
て、必要に応じて検討・調整
する。 - -

-

-

・日本赤十字社、気象予報
士会等と連携し、教員を対
象とした気象庁ワークショッ
プ等の開催を検討する。

■ 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・教育委員会と連携し、小
学校総合学習授業での水
防災教育の取組の実施につ
いて、必要に応じて検討す
る。 - -

県の実施する出前講座につ
いて町教育委員会に情報
提供を行う。

- -

● 防災教育の促進

・小学校等の先生による防
災教育の実施を拡大する方
策等に関する取組を調整す
る。

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討する。

・防災教育の実施を拡大す
る方策等に関する取組につ
いて検討・調整する。

-

・国土交通省・国土地理
院・気象庁の連携による学
校防災教育への取り組みを
実施する。

〇小中学校等における水防災教育を実施す
る。
〇出前講座等を活用し、水防災等に関する説
明会を実施する。

引き続き実施

・教育委員会と連携し、小
学校総合学習授業での水
防災教育の取組の実施につ
いて検討する。
【H29年度～】

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

町内小中学校にはプールが
なく、令和元年度完成に向
けて整備する計画から、この
間の水害危険性の周知を
関係機関と連携を保ちなが
ら調査研究していく。

・教育委員会等と連携し、
小中学校での防災教育の
取組の実施について検討す
る。

- - - -

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の追加設置計画に
ついて、関係市町村と検討・
調整を図る。

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討・調整
を図る。

町内２河川のうち１河川には
水位計が設置されていない
ことから、避難判断基準にも
大きく影響を与えることが考
えられるため、設置に向けた
協議を河川管理者としてい
く。

-

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、必要に応じて関係機関
と検討・調整を図る。

- -

〇河川監視用カメラの配置計画(設置目的に
応じた性能最適化・集約化等を含む)を検討・
調整する。

平成29年度から
検討実施

・河川監視用カメラにより、
河川水位情報の観測体制
を整備する。

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討する。

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討・調整を図る。

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係機関と
検討・調整を図る。

町内２河川の水害の危険性
を把握するため河川管理者
や河川流域総合情報シス
テムなどを有効活用して、
河川水位変化を捉え適宜
情報提供に努める。

-

・水位計未設置河川をはじ
めとした危機管理型水位計
（簡易水位計）の新規設置
計画について、県と検討・調
整を図る。

〇危機管理型水位計(※)の配置計画を検討・
調整する。
※危機管理型水位計：現在、国土交通省のプ
ロジェクトにおいて開発を進めている、低コストで
導入が容易なクラウド型・メンテナンスフリー水
位計。

平成29年度から
検討実施

-

・河川監視用カメラの配置
計画について、関係市町村
と検討・調整を図る。

- -

● 避難場所、避難経路の整
備

〇避難場所、避難経路の整備に係る情報を共
有するとともに、避難場所、避難経路の整備に
あたっては、近隣工事等の発生土砂を有効活
用するなど、事業連携による効率的な整備とな
るよう検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・河川監視用カメラについ
て、必要に応じて関係機関
と検討・調整を図る。

- -

河川監視用カメラの配置つ
いて、県・関係部署と検討・
調整を図る。

河川監視用カメラの配置計
画(設置目的に応じた性能
最適化・集約化等を含む)に
ついて県と調整した。

-

● 危機管理型水位計、河川
監視用カメラの整備

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と調整を図る。

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討する。

・危機管理型水位計（簡易
水位計）の新規設置につい
て、関係機関と検討・調整
を図る。

- - -

- -

-

新規で施設等整備する場
合は、防災の視点を踏まえ
て整備を行うよう周知する。

避難場所、避難経路に係る
情報を共有するとともに、避
難場所、避難経路の検討を
する。

-

各市町村に対し、避難場
所、避難経路の整備に係る
情報の共有を求める。

各市町村に対し、避難場
所、避難経路の整備に係る
情報の共有を求める。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう検討・調整する。

避難場所・避難経路など、
人命最優先の観点から関
係機関や住民も巻き込んだ
場所の選択を調査研究して
いく。

町内施設の復旧状況を考
慮し、開設する避難所及び
避難経路について、情報伝
達方法を検討する。

・避難場所、避難経路の整
備に係る情報を共有すると
ともに、効率的な整備となる
よう、必要に応じて検討・調
整する。 -



〇ソフト対策の主な取組（機関別の取組目標）　※H31(R元)年度取組内容

・関係機関の水防訓練に連
携し対応する。

・関係機関の水防訓練に連
携し対応する。

-

・引き続き、関係機関が連
携した防災訓練等を実施す
る。

住民帰還の状況を勘案し
て、効果的な水防訓練の在
り方を関係機関と連携して
研究していく。

-

・関係機関の水防訓練等に
連携し対応する。

- -

関係機関が開催する水防
訓練について必要な協力を
行う。 - -

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

・市町村が開催する水防訓
練に参加する。

-

・関係機関と連携した情報
伝達訓練への支援を行う。

・水防技術講習会に参加検
討をする。

・水防技術講習会の参加を
検討をする。

-

・水防技術講習会の受講を
検討する。

職員の水防技術の向上は
人命第一に繋がる重要な事
業から、実施する訓練など
の機会を捉えて参加する。

-

・水防技術講習会に参加検
討をする。

- -

水防技術講習会に積極的
に参加する。

- -

開催される、水防技術講習
会を受講し対応を検討す
る。

開催される、水防技術講習
会を受講し対応を検討す
る。

・水防技術講習会の開催を
検討する。

- -

・水防団等への連絡体制の
確認と首長も参加した実践
的な情報伝達訓練を検討
する。

・各消防団への連絡体制の
確認と、首長も参加した実
践的な情報伝達訓練につ
いて検討する。

・消防団への連絡体制の確
認と町長も参加した実践的
な情報伝達訓練を必要に
応じて検討・実施する。

・引き続き、消（水）防団等
への連絡体制の確認と、町
長等も参加した実践的な情
報伝達訓練を実施する。

住民帰還状況を踏まえて、
水防団辺の加入に向けた募
集の在り方を関係機関と連
携し実施していく。 -

・消防団への連絡体制の確
認と村長も参加した実践的
な情報伝達訓練を検討す
る。 - -

水防団等への連絡体制に
ついて確認する。

-

水防業務を兼務している消
防団との連絡体制を、
H29.5月に構築。情報伝達
訓練実施についても引き続
き検討を行う。

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

・首長も参加した実践的な
情報伝達訓練の定期的な
実施を検討する。

-

・市町村や関係機関等の要
請により、情報提供等の訓
練への支援を実施する。

別紙⑤　（３／３）

具体的な取組の柱

主な内容 目標時期

関係機関
事項

相馬市
双葉地方

広域市町村圏
組合消防本部

福島県
相双建設事務所

福島県
相双地方振興局

気象庁
福島地方気象台具体的取組

３　地域防災力向上のための水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村
相馬地方

広域消防本部
南相馬市 新地町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村

■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

● 重要水防箇所の確認

〇河川整備の進捗等を踏まえて、出水期前に
重要水防箇所の確認を行うとともに、現地にて
関係者による共同点検等の実施について検
討・調整する。

引き続き実施

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等を実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施する。

- -

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

-

各市町村と情報を共存し、
水防箇所の確認を実施す
る。

各市町村と情報を共存し、
水防箇所の確認を実施す
る。

・出水期前に重要水防箇所
の確認及び共同点検を実
施する。

-

・出水期前の関係者との共
同点検への参加を検討す
るする。

● 水防資機材の整備等
〇各構成員が保有する水防資機材の配置に
ついて共有するとともに、水防資機材の整備や
洪水時の相互応援について検討・調整する。

引き続き実施

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等を必要に応じて実施す
る。 - -

・出水期前に重要水防箇所
の確認及び共同点検を実
施する。

出水期前に重要水防箇所
の確認を行うとともに、現地
にて関係者による共同点検
等の実施について県と調整
する。

出水期前に、県担当部署と
共同で河川点検を実施す
る。

・住民等の参加等による実
践的な水防訓練を検討す
る。

・住民等の参加等による実
水防訓練を検討する。

・住民等の参加等による防
災訓練について検討・調整
する。

・住民等の参加等による防
災訓練について検討・調整
する。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、洪水
時の資材提供等について情
報共有を図る。 - -

● 水防訓練の充実

〇毎年、関係機関が連携した水防実働訓練等
を実施する。

引き続き実施

〇県と市町村職員等を対象に水防技術講習
会を実施する。

引き続き実施

〇水防団等への連絡体制の確認と首長も参
加した実践的な情報伝達訓練を実施する。

引き続き実施

-

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、洪水
時の資材提供等について情
報共有を図る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量について検討す
る。

出水期前に、県担当部署と
共同で資機材の数量及び
保管箇所の確認を行う。

各市町村と情報の共有を図
る。

各市町村と情報の共有を図
る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

・水防計画に基づく資機材
の必要数量を確保し、情報
共有を図る。

-

水防計画に基づく資機材の
拡充を行う。

-

● 水防に関する広報の充実

〇各構成員の水防(水防団員の募集、自主防
災組織、企業等の参画等)に関する広報の取
組状況や取組予定等を共有し、先進事例を踏
まえた広報の充実について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参
画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討・調
整する。

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討す
る。

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について、検討・
調整する。

・水防(消防（水坊）団員の
募集、自主防災組織、企業
等の参画等)に関する広報
の取組状況や取組予定等
を共有し、先進事例を踏ま
えた広報の充実について検
討・調整する。

企業などの参加を促進する
ため、広域的・有効な広報・
ＨＰを活用充実の在り方を調
査研究していく。

町広報紙を活用した定期的
な情報提供を行い、防災水
防意識の向上を図る。

- -

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

・市町村との連携よる実践
的な水防訓練について検
討・調整する。 -

住民が参加し実践できる水
防訓練の在り方を調査研究
していく。

関係機関及び地域住民が
連携した訓練の実施に向け
検討を行う。

・住民等の参加等による実
践的な水防訓練を検討す
る。 - -

町の水防訓練の実施につい
て検討する。

〇多様な関係機関、住民等の参加等による実
践的な水防訓練について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・水防(水防団員の募集、自
主防災組織、企業等の参
画等)に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
する。また、先進事例の情
報を入手し、共有を図る。 -

・H30年9月頃にお天気フェ
アの広報行事における水防
災に関する防災気象情報
の活用に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等
の配布を実施する。

● 水防団間での連携、協力
に関する検討

〇大規模な氾濫に対してより広域的、効率的
な水防活動が実施できるよう、各水防団の分
団等の配置、管轄区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力について検討・調整す
る。

平成29年度から
検討実施

水防団の分団配置、管轄
区域等を共有し、洪水時の
水防団間の連携・協力につ
いて検討・調整する。

各消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。

・水防に関する広報の取組
状況や取組予定等を共有
し、先進事例を踏まえた広
報の充実について検討す
る。

- -

各構成員の水防(水防団員
の募集、自主防災組織、企
業等の参画等)に関する広
報の取組状況について、先
進事例等の情報収集を行
う。

広報の取組状況や取組予
定等を共有し、先進事例を
踏まえた広報の充実につい
て検討中。

-

- - -

■ 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

● 災害拠点病院等の施設
管理者への情報伝達の充実

〇洪水浸水想定区域内における災害拠点病
院等の立地状況を確認し、施設管理者等に対
する洪水時の確実な情報伝達の方法について
検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点病院等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法を検討・
調整する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点病院等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法について
検討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る災害拠点病院等の立地
状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な
情報伝達の方法について検
討・調整する。

-

各水防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。 - -

各市町村と連携を図り対応
する。

各市町村と連携を図り対応
する。

各消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の水防団間の連携・協力
について検討・調整する。

消（水）防団の分団等の配
置、管轄区域等を共有し、
洪水時の分団間の連携・協
力について検討・調整する。

水道関係者の協力を得な
がら、水防団間での連携が
図れるよう、洪水時の連携
協力について検討していく。

・消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の消防団間の連携・協力
について検討する。

・消防団の分団等の配置、
管轄区域等を共有し、洪水
時の消防団間の連携・協力
について検討する。 -

- -- - -

● 洪水時の市町村庁舎等
の機能確保のための対策の
充実

〇市町村庁舎等における洪水時に想定される
浸水被害を確認し、適切に機能を確保するた
めに必要な対策(耐水化、非常用電源等の整
備等)について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

役場の洪水時の機能確保
を図るため、適切に機能を
確保するために必要な整備
を整えるため調査研究して
いく。

町内の医療機関の再開予
定について情報収集する。

- -

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る災害拠点病院等の立地
状況を確認し、施設管理者
等に対する洪水時の確実な
情報伝達の方法について検
討・調整する。

- -

・洪水浸水想定区域内にお
ける災害拠点施設等の立
地状況を確認し、施設管理
者等に対する洪水時の確実
な情報伝達の方法について
検討する。 - -

- - - - - -

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討・調整する。

・村役場庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討する。 新庁舎及び防災庁舎完成

予定
-

町有施設の洪水ハザードに
ついて再確認し、町内に周
知する。

・市町村庁舎等における洪
水時に想定される浸水被害
を確認し、適切に機能を確
保するために必要な対策に
ついて検討中。

- -- - - - -

- -- -

〇浸水防止計画の作成状況や訓練の実施状
況を踏まえ、それぞれの取組を促すための支
援策について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・浸水防止計画の作成状況
や訓練の実施状況を踏ま
え、取組を促すための支援
策を検討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、浸水防止計画
の作成状況や訓練の実施
状況を踏まえ、取組を促す
ための支援策について検
討・調整する。

- - - - - - -

■ 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項

- - -

洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の状況
（再開予定、新規等）を確認
する。

- -

● 大規模工場等の自衛水
防に係る取組の促進

・洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の立地
状況を確認し、大規模工場
等の浸水防止計画の作成
状況、訓練の実施状況を確
認する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

洪水浸水想定区域内にお
ける大規模工場等の状況
（再開予定、新規等）を確認
する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、区域内におけ
る大規模工場等の立地状
況を確認し、大規模工場等
の浸水防止計画の作成状
況、訓練の実施状況を確認
する。

- - - - -

〇洪水浸水想定区域内における大規模工場
等の立地状況を確認するとともに、市町村地域
防災計画に定められた大規模工場等の浸水
防止計画の作成状況、訓練の実施状況を確
認する。

平成29年度から
検討実施

● 浸水被害軽減地区の指
定

〇複数市町村に影響があると想定される浸水
被害軽減地区の指定にあたり、地区指定の予
定や指定に係る課題等を共有し、連携して課
題への対応を検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・今後必要に応じて複数市
町村に影響があると想定さ
れる浸水被害軽減地区の
指定予定・課題等を共有
し、連携対応を図る。

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

-

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

● 排水施設、排水資機材の
運用方法の改善及び排水施
設の整備等

〇洪水浸水想定区域内における排水施設、排
水資機材の配置、運用方法等に係る情報を共
有し、洪水時の排水施設等の管理者間の連絡
体制を構築するとともに、洪水時に円滑かつ迅
速な排水を行うための排水施設等の運用方法
について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

各市町村に対し、情報の共
有を求める。

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設、排水資機材
の配置、運用方法、洪水時
の排水施設等の管理者間
の連絡体制等に係る情報を
共有する。

・洪水浸水想定区域に指定
された場合、排水施設、排
水資機材の配置、運用方
法、洪水時の排水施設等の
管理者間の連絡体制等に
係る情報を共有する。

- -

・洪水浸水想定区域内にお
ける排水施設連絡体制等に
係る情報を共有する。

- -

- - -

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有する。

- --

・複数市町村に影響がある
と想定される浸水被害軽減
地区の指定予定・課題等を
共有し、連携対応を図る。

- -

町内の浸水被害軽減地区
について検討する。

-

■ その他

● 災害時及び災害復旧に対
する支援強化

〇国が実施する研修、訓練への地方公共団
体等の参画など、災害対応にあたる人材を育
成するための方策や、地方公共団体間の相互
支援体制の強化を図るための方策について検
討・調整する。

平成29年度から
検討実施

今後必要に応じて国が実施
する研修、訓練への地方公
共団体等の参画し、災害対
応の人材育成や、自治体間
の相互支援体制の強化を
図る。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を図る。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を図る。

国が実施する研修、訓練へ
参画し、災害対応の人材育
成や、自治体間の相互支援
体制の強化を図る。

- -

市町村職員及び県職員の
防災対応能力の向上を図る
ための研修等を実施する。

・気象台は災害時気象資
料及び災害時気象支援資
料を必要に応じて提供する
と共に、これらの資料の利
活用にあたる人材を育成す
るための支援を行う。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化について検討中。

- - -

・国が実施する研修、訓練
へ参画し、災害対応の人材
育成を図る。

● 災害情報の共有体制の
強化

〇各構成員における災害情報の共有体制を強
化するため、共有すべき災害情報や当該情報
の共有方策等について検討・調整する。

平成29年度から
検討実施

・今後必要に応じて、災害
情報の共有体制を強化する
ため、災害情報の共有方策
等の確認を行う。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

国が実施する研修、訓練へ
の地方公共団体等の参画
し、災害対応の人材育成
や、自治体間の相互支援体
制の強化を必要に応じて図
る。

- -

・国が実施する研修、訓練
へ参画し、災害対応の人材
育成を図る。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。 - -

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。 -

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等について検討・調
整する。

- --

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等について検討・調
整する。

・災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策について確認中。 -

災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。

災害情報の共有体制を強
化するため、災害情報の共
有方策等の確認を行う。


